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繭
　
犯
罪
は
、
刑
法
に
規
定
さ
れ
た
行
爲
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
刑
法
理
論
は
、
あ
る
い
は
こ
の
命
題
か
ら
出
獲
し
、
あ
る
い
は
こ
の
命

題
に
編
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
犯
罪
概
念
は
、
い
か
に
任
意
に
構
成
す
る
と
し
て
も
、
最
後
の
一
線
に
お
い
て
、
實
定
法
と
の
關
連

を
強
い
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
犯
罪
概
念
が
、
窮
極
の
と
こ
ろ
、
裁
到
の
場
に
お
い
て
刑
事
實
騰
法
に
も
と
づ
い
て
認
定
さ
る
べ
き
事
實
に

露
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
一
般
に
、
刑
法
に
は
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
が
支
配
す
る
か
ら
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
裁
到
官
に
よ
る
犯
罪
認
定
の
基
準
と
し
て
一
定
の
實
定
法
が
存
し
、
犯
罪
に
封
す
る
法
効
果
と
し
て
の
刑
罰
が
法

規
に
嚴
密
に
類
型
化
さ
れ
て
い
る
以
上
、
法
効
果
の
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
の
犯
罪
の
概
念
を
、
實
定
法
と
無
關
係
に
構
成
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
。
犯
罪
概
念
と
實
定
法
と
の
結
び
つ
き
は
、
罪
刑
法
定
主
義
か
ら
は
濁
立
し
、
論
理
上
罪
刑
法
定
主
義
に
先
行
す
る
一
の
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

理
的
要
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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犯
罪
は
刑
法
に
規
定
さ
れ
た
行
爲
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
要
請
を
と
く
に
力
読
し
た
の
は
、
構
成
要
件
の
理
論
で
あ
る
。
し

か
し
、
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
要
請
は
す
べ
て
の
刑
法
理
論
に
共
通
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
の
刑
罰
法
規
該
當
性
を
認

め
る
の
は
、
ひ
と
り
構
成
要
件
論
の
濁
占
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
ら
ば
、
構
成
要
件
論
に
特
有
な
役
割
は
何
か
。
そ
れ
は
、

こ
の
理
論
襲
生
の
當
初
に
お
い
て
は
、
個
人
の
自
由
保
障
の
強
調
と
い
う
黙
に
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
概
念
を
そ
の
出

獲
黙
か
ら
實
定
法
に
も
と
づ
い
て
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
到
官
の
專
灌
に
圃
す
る
犯
罪
認
定
に
實
髄
法
學
上
の
確
固
た
る
制
限
を
加

え
、
も
つ
て
國
家
椹
力
か
ら
個
人
の
自
由
を
保
障
し
よ
う
と
い
う
駝
に
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
構
成
要
件
は
、
そ
の
は
じ
め
、
こ
の
役
割

を
果
さ
ん
が
た
め
に
、
純
記
述
的
・
没
贋
値
的
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
、
裁
到
官
の
恣
意
を
極
力
排
除
す
る
こ
と
の
で
き
る
概
念
と
し

　
　
　
（
二
）

て
登
場
し
た
。
こ
の
立
場
に
よ
る
と
き
、
犯
罪
は
、
法
規
に
嚴
密
に
規
定
さ
れ
た
構
成
要
件
の
論
理
解
繹
に
、
き
び
し
く
拘
束
さ
れ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
人
の
自
由
保
障
を
目
ざ
す
實
艦
法
學
上
の
理
論
は
、
必
然
的
に
、
犯
罪
論
構
成
上
の
形
式
主
義
、
法
實
謹

主
義
に
露
着
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
そ
れ
で
、
結
論
と
し
て
は
、
一
つ
の
安
當
な
見
解
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
構
成

要
件
の
概
念
の
中
に
は
、
木
來
的
に
矛
盾
し
あ
う
二
つ
の
機
能
が
存
す
る
。
裁
到
官
の
專
漸
を
排
除
し
て
個
人
の
自
由
を
確
保
し
よ
う
と

い
う
前
述
の
保
障
機
能
と
、
各
犯
罪
を
個
別
的
に
類
型
化
す
る
役
割
を
果
す
こ
と
に
よ
つ
て
犯
罪
論
の
構
成
に
資
そ
う
と
い
う
個
別
化
機

　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

能
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
構
成
要
件
そ
れ
自
髄
に
備
わ
る
こ
の
爾
機
能
の
論
理
的
矛
盾
に
悩
ん
だ
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
、
構
成
要

件
論
の
創
唱
者
べ
ー
リ
ン
グ
（
ω
象
夷
）
そ
の
人
で
あ
つ
た
。
構
成
要
件
論
護
展
の
道
程
は
、
以
後
、
そ
の
い
ず
れ
に
重
黙
を
お
く
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

從
つ
て
、
二
分
さ
れ
る
ほ
か
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
現
實
の
護
展
は
、
後
者
の
道
を
選
ん
だ
。
か
く
て
、
構
成
要
件
論
の
演
ず
る
役
割

は
、
個
人
の
自
由
保
障
と
い
う
當
初
の
政
治
的
目
的
か
ら
は
な
れ
て
い
つ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
構
成
要
件
の
個
別
化
機
能
を
重
硯
す
る



立
場
は
、
構
成
要
件
論
を
し
て
、
わ
ず
か
に
犯
罪
論
構
成
上
の
一
方
法
た
る
の
役
割
を
演
じ
さ
せ
る
に
止
め
て
し
ま
つ
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

　
し
か
ら
ば
、
構
成
要
件
論
に
特
有
な
犯
罪
論
の
構
成
方
法
と
は
何
か
。
こ
れ
を
探
究
す
る
に
は
、
こ
の
理
論
が
獲
生
す
る
以
前
、
お
よ

び
こ
の
理
論
の
後
に
主
張
さ
れ
た
諸
構
成
方
法
を
考
察
し
、
こ
れ
と
比
較
封
照
し
な
が
ら
構
成
要
件
論
濁
自
の
方
法
を
際
立
て
る
の
が
早

道
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
と
く
に
封
比
せ
ら
る
べ
き
は
、
行
爲
概
念
を
犯
罪
論
の
根
抵
に
お
く
、
い
わ
ゆ
る
行
爲
論
の
立
場
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
小
野
溝
一
郎
、
犯
罪
構
成
要
件
の
理
論
（
昭
和
二
八
年
）
二
嚇
七
頁
。

　
（
二
）
　
閃
巴
ぎ
騨
U
δ
ピ
o
ゲ
器
く
o
ヨ
＜
R
び
話
o
プ
Φ
P
δ
0
9
ψ
に
鱒
導
一
刈
QQ◎

　
　
（
三
）
　
べ
ー
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
構
成
要
件
の
内
容
は
法
規
の
文
言
お
よ
び
『
暗
黙
に
了
解
さ
れ
た
も
の
（
巽
ま
耳
色
黄
窪
蹄
）
』
に
よ
つ
て
知
ら
れ
（
穿

　
　
　
勲
ρ
ψ
卜
0
8
）
、
あ
る
い
は
『
生
活
用
語
例
（
■
o
び
窪
器
冥
8
語
菩
轟
9
ケ
）
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
が
「
殺
人
行
爲
」
「
奪
取
行
爲
」
な
ど
の
言
葉

　
　
　
を
聞
き
及
ぶ
と
き
、
こ
れ
に
從
つ
て
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
生
ず
る
と
こ
ろ
の
表
象
像
（
＜
o
簗
亀
慧
鵯
げ
ま
）
』
が
こ
れ
を
示
す
（
O
歪
巳
温
α
Q
①
伽
霧

　
　
　
ω
霞
駄
器
o
冨
♂
一
鯉
》
償
中
｝
一
器
O
》
ω
曹
ω
刈
）
e

　
　
（
四
）
下
村
康
正
、
べ
ー
リ
ン
グ
の
構
成
要
件
論
（
昭
和
二
八
年
）
刑
法
雑
誌
三
巻
三
號
三
五
二
頁
、
同
、
構
成
要
件
と
違
法
類
型
（
昭
和
二
九
年
）
法

　
　
　
學
新
報
六
一
巻
三
號
七
三
頁
参
照
。

　
　
（
五
）
　
そ
の
方
向
は
、
構
成
要
件
に
主
観
的
お
よ
び
規
範
的
要
素
を
含
ま
せ
よ
う
と
い
う
、
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
、
後
期
の
べ
ー
リ
ン
グ
、
グ
リ
ュ

　
　
　
　
ー
ン
フ
ー
ト
、
メ
ツ
ガ
ー
等
の
學
説
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
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二
　
行
爲
概
念
を
犯
罪
論
の
禮
系
中
に
具
艦
化
し
た
の
は
、
へ
τ
ゲ
ル
學
派
の
刑
法
學
者
た
ち
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

學
派
以
前
の
ド
イ
ツ
刑
法
學
に
お
い
て
は
、
氾
罪
は
行
爲
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
至
極
當
然
の
こ
と
と
し
て
、
犯
罪
論
の
外
に
お
か
れ

て
い
た
。
犯
罪
論
は
、
こ
の
よ
う
な
行
爲
を
し
て
犯
罪
た
ら
し
め
る
要
素
は
何
か
と
い
う
問
い
に
封
す
る
答
と
し
て
、
形
成
さ
れ
で
、
い
た

　
　
　
　
　
問
接
正
犯
論
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
七
　
（
一
二
七
）



　
　
　
　
間
接
正
犯
論
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
八
　
（
二
一
八
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の
で
あ
る
。
從
つ
て
、
犯
罪
論
の
中
に
と
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
犯
罪
の
客
翻
面
す
な
わ
ち
所
爲
面
と
、
主
翻
面
す
な
わ
ち
意
思
面
と
で

あ
つ
て
、
た
だ
爾
者
を
媒
介
す
る
露
属
性
（
N
ξ
8
ぼ
琶
α
q
）
と
い
う
概
念
が
、
は
じ
め
は
犯
罪
論
の
外
、
刑
罰
法
規
論
の
中
で
法
を
適
用

す
る
に
嘗
つ
て
論
ぜ
ら
れ
（
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
）
、
の
ち
に
犯
罪
論
の
中
に
導
入
さ
れ
た
（
後
期
の
グ
ロ
ー
ル
マ
ン
）
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

行
爲
は
、
い
わ
ば
犯
罪
と
同
意
義
に
用
い
ら
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
こ
れ
に
封
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
學
派
の
刑
法
學
者
、
と
く
に
ベ
ル
ナ
ー
（
浮
旨
霞
）
は
、
『
行
爲
以
外
に
犯
罪
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
す

べ
て
の
も
の
は
、
主
語
と
し
て
の
行
爲
に
附
加
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
述
語
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
行
爲
の
概
念
は
、
そ
れ
故
、
犯
罪
の
構
成
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

決
定
す
る
と
こ
ろ
の
確
固
た
る
骨
骸
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
』
と
い
う
基
本
的
立
場
を
明
ら
か
に
し
、
も
つ
て
、
い
わ
ゆ
る
行
爲
論
の
創

唱
者
た
る
地
位
を
確
保
し
た
。
し
か
ら
ば
、
彼
に
お
け
る
行
爲
概
念
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
つ
た
ろ
う
か
。
彼
は
、
行
爲
を
意
欲
さ
れ

た
出
來
事
と
し
て
把
握
し
、
そ
の
要
素
と
し
て
、
意
思
お
よ
び
行
爲
、
な
ら
び
に
爾
者
の
關
係
の
三
者
を
敷
え
、
結
果
に
封
し
自
由
意
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

を
有
し
た
場
合
に
意
思
と
結
果
は
關
係
し
、
後
者
は
前
者
に
錨
属
す
る
、
と
説
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
結
果
に
封
す
る
自
由
意
思
の
存
在
が
行
爲
の
要
素
と
せ
ら
れ
る
以
上
、
蹄
圃
性
は
蹄
責
性
と
同
意
義
で
あ
り
、
行
爲
は
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

責
行
爲
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ベ
ル
ナ
ー
自
身
も
、
ま
た
、
行
爲
と
蹄
責
と
の
一
致
を
意
圖
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

第
一
に
、
自
由
意
思
能
力
と
責
任
能
力
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
論
に
痴
け
る
責
任
能
力
の
地
位
は
い
か
に

把
握
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
に
、
過
失
行
爲
は
自
由
意
思
の
所
産
で
な
い
か
ら
、
い
か
に
し
た
ら
過
失
行
爲
は
行
爲
と
し
て

基
礎
づ
け
ら
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
行
爲
論
を
創
唱
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
學
派
の
刑
法
理
論
は
、
こ
の
よ
う
な
難
瓢
に
逢
着
し
て
挫
折
し

（
六
）

た
。



　
へ
ー
ゲ
ル
學
派
の
行
爲
論
が
挫
折
し
た
の
は
、
行
爲
と
露
責
性
と
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
い
う
、
行
爲
の
償
植
的
な
把
握
が
な
さ
れ
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

ら
で
あ
る
。
以
後
の
時
代
に
お
い
て
、
行
爲
概
念
を
傾
値
的
に
無
色
な
も
の
た
ら
し
め
よ
う
と
い
5
努
力
が
な
さ
れ
た
の
も
、
前
時
代
に

お
け
る
行
爲
論
の
失
敗
を
顧
み
る
と
き
、
そ
の
ゆ
え
ん
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
後
の
ド
イ
ッ
刑
法
學
は
、
行
爲

概
念
か
ら
有
責
性
の
側
面
を
切
り
は
な
し
、
行
爲
概
念
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
一
般
に
行
爲
能
力
の
み
を
説
い
て
責
任
能
力
の
有
無
を
行
爲

に
か
か
わ
ら
せ
ず
、
次
に
意
思
内
容
を
行
爲
か
ら
捨
象
し
て
、
故
意
・
過
失
・
無
過
失
行
爲
に
共
通
な
概
A
．
心
を
想
定
す
る
と
い
う
方
向
を

と
つ
た
。
行
爲
の
内
容
は
、
そ
の
結
果
、
意
思
、
所
爲
結
果
、
因
果
關
係
と
い
う
全
く
無
贋
値
な
要
素
に
限
定
さ
れ
、
違
法
・
有
責
と
い

う
贋
値
到
断
は
、
す
べ
て
行
爲
の
要
素
に
あ
ら
ず
、
そ
の
鵬
性
と
し
て
、
行
爲
概
念
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
行
爲
は
全
刑
法

髄
系
の
出
獲
黙
、
犯
罪
要
素
中
の
最
高
の
概
念
、
爾
鯨
の
一
切
の
犯
罪
要
素
が
形
容
詞
あ
る
い
は
附
加
語
と
し
て
結
び
つ
く
べ
き
名
詞
と

し
て
の
地
位
を
獲
得
し
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
、
行
爲
・
蓮
法
・
責
任
と
い
う
、
現
在
に
お
け
る
犯
罪
論
の
艦
系
が
完
成
さ
れ
た
わ
け
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
行
爲
論
を
、
そ
の
行
爲
概
念
の
特
色
に
か
ん
が
み
、
實
護
主
義
的
あ
る
い
は
自
然
主
義
的
行

爲
論
と
呼
ぶ
。
そ
の
代
表
的
主
張
者
リ
ス
ト
（
～
訟
薬
）
の
見
解
を
み
よ
う
。

　
リ
ス
ト
に
お
け
る
行
爲
は
、
『
外
界
に
お
け
る
有
意
的
な
畢
動
』
を
意
味
し
た
。
こ
の
場
合
、
行
爲
が
、
第
一
に
、
意
思
内
容
を
問
わ
ぬ

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
『
有
意
的
な
（
護
穿
舞
誌
9
）
』
と
い
う
言
葉
が
『
任
意
な
』
、
す
な
わ
ち
『
何
を
意
欲
し
た
の
で
も
よ
い
』
と
い
う

意
味
を
持
つ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
リ
ス
ト
が
、
行
爲
に
つ
い
て
、
純
然
た
る
事
實
概
念
、
す
な
わ
ち
自
然

科
學
的
認
識
の
封
象
た
り
う
る
よ
う
な
概
念
を
求
め
た
結
果
、
心
理
學
的
分
析
の
封
象
た
り
え
な
い
と
こ
ろ
の
意
思
（
内
容
）
を
行
爲
か

ら
排
除
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
意
思
は
感
畳
に
知
寛
し
う
る
程
度
ま
で
外
界
に
護
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ

　
　
　
　
問
接
正
犯
論
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
九
九
　
（
一
二
九
）



　
　
　
　
　
問
接
正
犯
論
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
〇
　
（
二
二
〇
）

れ
た
。
意
思
内
容
に
代
つ
て
、
有
意
的
な
行
爲
と
無
意
識
の
動
作
と
を
分
つ
標
準
と
し
て
は
、
動
機
、
す
な
わ
ち
意
思
表
動
に
よ
っ
て
招

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

來
す
べ
き
外
界
の
墜
更
に
封
す
る
、
快
感
を
件
つ
た
表
象
が
重
碗
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
ま
た
、
リ
ス
ト
に
お
け
る
行
爲
が
、
第
二
に
、

法
的
認
識
・
評
贋
を
排
除
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
が
、
構
成
要
件
に
該
當
す
る
行
爲
、
す
な
わ
ち
『
各
個
々
の
犯
罪
の
構
成
要
件

中
に
用
い
ら
れ
、
結
果
を
そ
の
中
に
含
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
動
詞
』
に
あ
て
は
ま
る
行
爲
を
『
實
行
行
爲
（
卜
霧
孟
ぼ
§
α
q
号
弩
巳
き
礎
）
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

と
し
て
、
一
般
的
な
行
爲
概
念
か
ら
匠
別
し
て
い
る
貼
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
リ
ス
ト
の
行
爲
論
は
、
や
が
て
、
そ
の
中
か
ら
、
べ
ー
リ
ン
グ
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
（
勾
＆
ぼ
8
げ
）
等
の
行
爲
論
を
生
み
出
し
た
。

か
く
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
學
界
に
實
謹
主
義
時
代
を
現
出
さ
せ
た
功
績
は
、
リ
ス
ト
に
露
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
後
年
、

ラ
L
ト
ブ
ル
ッ
フ
が
そ
の
自
然
主
義
的
思
惟
方
法
を
徹
底
さ
せ
、
不
作
爲
を
行
爲
概
念
か
ら
放
逐
す
る
と
い
う
露
結
に
到
達
し
た
と
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

す
で
に
實
謹
主
義
的
行
爲
論
は
、
み
ず
か
ら
そ
の
獲
展
に
終
止
符
を
打
つ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
二
十
世
紀
の
新
思
潮
に
樟

さ
す
構
成
要
件
論
の
前
に
、
自
然
科
學
萬
能
を
唱
え
る
十
九
世
紀
の
實
謹
主
義
思
想
は
、
あ
え
な
く
後
退
を
績
け
た
。
世
は
、
構
成
要
件

論
の
時
代
と
な
つ
た
。

　
（
一
）
　
肉
＆
ぼ
琴
ダ
U
段
＝
弩
臼
仁
昌
u
q
答
o
讐
段
首
ω
o
ぎ
R
ω
a
窪
ε
5
α
q
｛
費
山
器
ω
段
象
器
畠
3
ψ
矯
¢
常
筥
博
お
O
潮
ψ
G
o
9
な
お
、
卒
場
安
治
、
刑
法

　
　
　
に
お
け
る
行
爲
概
念
と
行
爲
論
の
地
位
（
昭
和
二
六
年
）
『
小
野
博
士
還
暦
記
念
・
刑
事
法
の
理
論
と
現
實
8
』
四
六
頁
、
下
村
康
正
、
ラ
ー
ト
ブ
ル

　
　
　
ッ
フ
の
行
爲
論
（
昭
和
三
〇
年
）
『
中
央
大
學
七
十
周
年
記
念
論
丈
集
』
蝿
七
八
頁
参
照
。

　
　
（
二
）
　
雫
場
、
前
掲
四
三
頁
以
下
、
下
村
、
前
掲
一
七
二
頁
以
下
参
照
。

　
　
（
三
）
　
ω
o
旨
R
｝
い
Φ
ぼ
ぴ
¢
9
山
霧
U
窪
冨
〇
一
一
〇
昌
ω
賃
臥
お
畠
富
博
一
曽
＞
魯
‘
ω
」
O
o
G
N
坤
ユ
o
嵩
ぴ
Φ
一
菊
＆
ぴ
貰
o
ぴ
帥
●
勲
P
¢
O
⑦

　
　
（
四
）
　
切
段
霧
び
勲
勲
P
｝
嵩
●
＞
急
．
”
鵠
3
｝
¢
零
錦
な
お
、
ψ
胡
蓼
照
。



　
（
五
－
　
ベ
ル
ナ
7
は
、
行
爲
の
主
翻
的
側
面
と
し
て
責
任
能
力
、
故
意
、
過
失
を
あ
げ
る
（
9
。
る
，
P
ψ
お
融
）
。

　
（
六
・
完
a
耳
琶
7
鶴
義
O
あ
時
¢
つc
し
（
糞
李
場
、
前
掲
五
二
頁
以
下
、
下
村
、
前
掲
二
二
頁
以
下
参
照
。

　
（
七
）
　
す
な
わ
ち
、
へ
τ
ゲ
ル
學
涙
後
期
の
學
者
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
ツ
ィ
テ
ル
マ
ン
お
よ
び
實
謹
主
義
的
行
爲
論
を
説
く
リ
ス
ト
、
べ
；
リ
ン
グ
、
ヲ
π

　
　
　
ト
ブ
ル
ッ
フ
等
の
學
読
を
い
う
。

　
（
八
）
　
く
．
い
房
鼻
い
の
ぼ
互
』
魯
傷
8
U
o
葺
。
。
3
睾
oっ
賃
織
器
9
鼻
笛
一
枯
鱒
湊
G
鉾
這
お
い
ψ
ご
釦

　
（
九
）
　
く
”
い
ゆ
の
N
齢
｝
9
。
．
勲
ρ
Gっ
“
遷
翰

　
（
一
〇
）
　
ヵ
＆
ぼ
蓉
ダ
騨
も
。
○
・
Qっ
・
旨
一
舞
そ
し
て
後
年
の
彼
は
　
こ
の
よ
う
な
實
護
主
義
的
行
爲
概
念
を
棄
て
、
『
構
成
要
件
の
實
現
』
を
犯
罪
概
念

　
　
　
構
築
の
出
護
黙
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
完
全
な
構
成
要
件
論
者
と
な
つ
た
。
寄
き
下
男
霧
茜
筈
ρ
r
一
8
ρ
鉾
嵜
o
。
舞
と
く
に
もっ
」
欝
参
照
。

　
三
　
ま
ず
、
構
成
要
件
論
の
創
唱
者
と
い
わ
れ
る
べ
ー
リ
ン
グ
の
行
爲
概
念
を
見
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
意
外
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
べ
ー

リ
ン
グ
の
所
読
の
中
に
、
前
時
代
の
自
然
主
義
的
行
然
概
念
と
何
等
異
つ
た
も
の
を
見
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
、
行
爲
と
は
意
欲
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

畢
動
す
な
わ
ち
意
思
表
動
で
あ
る
と
定
義
し
た
後
、
『
論
理
的
清
澄
性
の
法
則
は
、
行
爲
概
念
が
犯
罪
性
を
條
件
づ
け
る
と
こ
ろ
の
一
切
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

混
合
物
か
ら
無
關
係
で
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
』
。
『
こ
の
所
爲
が
「
窃
盗
」
、
「
謀
殺
」
等
々
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
間
題
を
提
出
す
る

前
に
、
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
所
爲
の
意
味
を
検
討
す
る
前
に
、
す
で
に
、
そ
も
そ
も
あ
る
「
行
爲
」
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
間

題
は
、
そ
れ
だ
け
で
完
結
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
行
爲
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
の
確
定
は
、
行
爲
が
刑
法
的
構
成
要
件
の
う
ち
の
一
つ

に
該
當
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
間
題
や
、
い
わ
ん
や
そ
れ
渉
ど
の
構
成
要
件
に
該
當
す
る
か
と
い
う
問
題
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
行
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
三
）

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
立
謹
さ
れ
た
』
と
読
き
、
さ
ら
に
、
『
行
爲
が
存
在
す
る
と
い
う
た
め
に
は
、
行
爲
者
が
有
意
的
に
あ
る
身

騰
蓮
動
を
行
い
、
ま
た
は
筋
肉
を
静
止
さ
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
確
定
し
さ
え
す
れ
ば
も
つ
て
足
り
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
構
成
要
件

は
、
行
爲
に
つ
い
て
一
定
の
性
質
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
行
爲
は
、
構
成
要
件
に
該
當
し
且
つ
爾
蝕
の
刑
法
的
評
慣
を
受
け
る
た
め

　
　
　
　
問
接
正
犯
論
序
読
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
一
　
（
二
一
二
）



　
　
　
　
間
接
正
犯
論
序
詮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
二
　
（
二
二
二
）

考
察
さ
れ
る
に
は
、
か
く
か
く
の
性
質
を
有
す
る
行
爲
、
す
な
わ
ち
特
定
の
意
味
を
有
す
る
行
為
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
構
成
要
件
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

媒
介
と
し
て
は
じ
め
て
、
行
爲
は
着
色
さ
れ
る
。
行
爲
は
、
爾
後
、
殺
人
行
爲
、
器
物
損
壊
行
爲
等
々
と
い
う
よ
う
に
な
る
』
と
述
べ
て

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

　
べ
ー
リ
ン
グ
の
見
解
は
、
そ
の
中
か
ら
極
端
な
自
然
主
義
的
行
爲
概
念
の
主
張
者
た
る
ヲ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
を
排
出
し
た
ほ
ど
に
十
九
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

紀
的
思
想
を
強
く
包
藏
し
て
い
る
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
彼
が
、
構
成
要
件
に
つ
い
て
そ
の
保
障
機
能
を
重
視
す
る
結
果
、
こ

れ
を
客
翻
的
・
記
述
的
・
没
債
値
的
な
も
の
と
し
て
把
握
し
、
一
切
の
評
贋
を
違
法
性
、
責
任
の
面
に
譲
つ
た
か
ら
、
必
然
的
に
、
構
成

要
件
の
あ
て
は
ま
る
べ
き
行
爲
自
艦
も
、
無
贋
値
、
無
内
容
で
し
か
も
客
翻
的
な
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

う
。
こ
の
騰
系
は
、
構
成
要
件
概
念
に
つ
い
て
攣
説
の
あ
つ
た
後
に
齢
い
て
も
、
依
然
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
は
た
し
て
、

自
然
主
義
的
行
爲
概
念
を
出
護
黙
と
す
る
こ
の
よ
う
な
犯
罪
論
の
髄
系
は
、
構
成
要
件
論
に
特
有
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
か
。
確
か
に
、
と
く
に
個
人
の
自
由
保
障
と
い
う
立
場
、
あ
る
い
は
総
論
と
各
論
と
の
間
の
有
機
的
連
關
と
い
う
趣
旨
か
ら
構
成
要
件

お
よ
び
構
成
要
件
該
當
性
と
い
う
概
念
の
實
騰
法
學
的
意
義
を
強
調
し
た
黙
を
み
れ
ば
、
構
成
要
件
論
の
創
唱
者
た
る
地
位
に
は
、
や
は

り
、
べ
ー
リ
ン
グ
が
据
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
犯
罪
論
の
構
成
方
法
と
い
う
黙
か
ら
み
た
場
合
に
は
、
べ
ー
リ
ン
グ
の
構

成
要
件
論
は
、
ま
だ
不
徹
底
で
あ
る
。
膣
系
構
築
上
の
特
有
な
理
論
と
し
て
の
構
成
要
件
論
は
、
か
く
て
、
べ
ー
リ
ン
グ
の
次
に
位
す

る
、
エ
ム
・
エ
i
・
マ
イ
ヤ
ー
（
ζ
，
φ
ζ
身
魯
）
に
よ
つ
て
獲
緊
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
べ
ー
リ
ン
グ
と
異
り
、
行
爲
を
可
罰
的
到
漸
の
到
象
界
に
お
い
て
論
ず
る
こ
と
な
く
、
法
定
構
成
要
件
の
一
要
素
と
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
こ
れ
を
到
断
の
世
界
に
包
撮
し
、
も
つ
て
構
成
要
件
論
と
し
て
見
事
な
前
進
を
蓬
げ
た
の
は
、
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
τ
で
あ
る
。
彼



の
犯
罪
論
は
、
構
成
要
件
該
當
性
、
違
法
性
、
蹄
責
可
能
性
と
い
う
三
つ
の
堪
罰
條
件
の
説
明
か
ら
成
り
立
つ
。
犯
罪
は
、
ま
ず
、
任
意

の
肚
會
的
出
來
事
を
、
刑
罰
法
規
に
記
述
さ
れ
た
概
念
的
形
象
に
あ
て
は
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
ず
る
。
從
つ
て
、
こ
の
概
念
的
形
象
す

な
わ
ち
法
定
構
成
要
件
に
は
、
具
艦
的
な
出
來
事
に
封
慮
す
べ
き
抽
象
的
な
出
來
事
の
像
が
存
在
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
か
く
て
、
マ

イ
ヤ
ー
は
い
う
、
『
あ
ら
ゆ
る
法
定
構
成
要
件
の
中
核
は
、
入
間
の
態
度
を
嚴
密
に
記
述
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
人
問
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

態
度
は
、
例
外
な
し
に
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
通
常
、
行
爲
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
』
と
。
つ
ま
り
、
彼
に
お
け
る
行
爲
は
、
べ
ー
－
リ

ン
グ
に
お
け
る
よ
う
に
構
成
要
件
の
外
部
に
あ
つ
て
こ
れ
に
該
當
す
べ
き
裸
の
行
爲
で
は
な
く
、
構
成
要
件
の
内
部
に
あ
つ
て
逆
に
祉
會

的
出
來
事
の
該
嘗
す
べ
き
一
の
観
念
的
形
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
肚
會
的
一
回
的
出
來
事
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
生

の
出
來
事
を
抽
象
化
し
一
般
化
し
て
出
來
上
つ
た
一
の
翻
念
的
普
遍
的
形
象
を
意
味
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
つ
た
。

　
行
爲
の
こ
の
よ
う
な
把
握
は
、
構
成
要
件
論
と
い
う
立
場
か
ら
は
、
確
か
に
前
進
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
マ
イ
ヤ
τ
に
お
け
る
行
爲

の
内
容
は
、
決
し
て
、
各
個
々
の
構
成
要
件
に
類
型
化
さ
れ
た
行
爲
で
は
な
か
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
行
爲
の
構
成
要
素
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

意
思
表
動
（
身
盤
の
蓮
動
も
し
く
は
欝
止
）
お
よ
び
結
果
を
あ
げ
、
こ
れ
を
も
つ
て
刑
法
上
の
行
爲
の
本
質
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
行
爲

に
つ
き
、
各
個
々
の
構
成
要
件
に
規
定
さ
れ
た
行
爲
す
べ
て
に
共
通
な
概
念
要
素
を
あ
げ
て
い
る
駝
で
、
マ
イ
ヤ
ー
は
、
ま
だ
、
い
わ
ゆ

る
一
般
的
行
爲
概
念
を
主
張
す
る
に
止
ま
つ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
後
年
、
小
野
博
士
が
、
『
行
爲
論
を
構
成
要
件
論
に
組
み
入
れ
た
M
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

E
・
マ
イ
エ
ル
で
も
、
や
は
り
身
膣
の
蓮
動
目
行
爲
、
身
騰
の
欝
止
一
不
作
爲
と
い
ふ
や
う
な
翻
念
に
止
ま
つ
た
の
で
あ
る
』
と
評
さ
れ

た
の
も
、
以
上
蓮
べ
た
マ
イ
ヤ
ー
の
不
徹
底
さ
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
（
一
）
　
浮
一
ゆ
轟
”
冒
o
岡
㌧
o
ぼ
o
〈
9
5
＜
段
ぼ
0
9
①
P
這
O
ρ
ψ
螢
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序
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五
〇
三
　
（
二
二
三
）



　
　
　
　
間
接
正
犯
論
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
四
　
（
二
二
四
）

　
（
二
）
　
ω
色
ぎ
鮮
穿
窪
ρ
9
一
b
O
・

　
へ
三
）
　
bご
α
ぼ
α
q
｝
騨
塑
P
ψ
蕊
い

　
（
四
）
　
ω
色
ぎ
騨
穿
勉
。
ρ
ω
●
一
詮
一

　
（
五
）
　
一
ん
＆
ぼ
蓑
ダ
U
段
｝
ご
区
ξ
旨
α
q
。
D
ぴ
囲
ユ
融
ぎ
器
ぎ
震
切
＆
窪
言
凝
｛
萄
鎚
霧
留
猛
砕
8
『
錺
倦
ω
富
旨
博
お
O
伊
な
お
、
下
村
康
正
、
フ
ー
ト
ブ
ル

　
　
　
ッ
7
の
行
爲
論
、
上
掲
参
照
。

　
（
六
）
　
小
野
清
一
郎
、
犯
罪
構
成
要
件
の
理
論
、
五
二
頁
。

　
（
七
）
　
ω
①
一
ぎ
ひ
q
”
O
鍔
づ
儀
昌
α
q
o
号
ω
ω
霞
駄
お
9
件
。
。
”
＝
・
》
¢
鉾
一
8
ρ
ψ
這
参
照
。

　
（
八
）
鼠
。
中
一
≦
2
0
さ
U
段
些
α
q
o
簿
色
奮
↓
亀
傷
窃
ユ
①
旨
の
9
窪
ω
マ
鉱
お
畠
豊
μ
O
窃
サ
ψ
Q
o
節

　
（
九
）
　
鼠
・
蝉
竃
亀
R
”
勲
糞
ρ
ψ
5
一
中

　
（
一
〇
）
　
小
野
、
前
掲
参
照
。

　
四
　
構
成
要
件
概
念
に
つ
い
て
マ
イ
ヤ
ー
の
遺
産
を
引
き
纒
い
だ
メ
ツ
ガ
ー
（
ζ
Φ
斜
雪
）
は
、
マ
イ
ヤ
ー
と
は
反
封
に
、
ふ
た
た
び
行

爲
を
構
成
要
件
か
ら
引
き
は
な
し
た
。
『
行
爲
、
不
法
、
責
任
』
の
三
者
を
犯
罪
概
念
要
素
に
数
え
る
そ
の
髄
系
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
メ
ツ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
す
で
に
、
構
成
要
件
は
、
全
犯
罪
論
禮
系
を
指
導
す
る
役
割
を
は
た
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
地
位
に
は
、
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

た
た
び
行
爲
が
と
つ
て
代
つ
た
。
『
犯
罪
は
行
爲
で
あ
る
』
。
『
行
爲
に
は
、
現
行
法
上
、
二
重
の
課
題
と
機
能
と
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
行
爲
は
、
刑
法
上
意
味
あ
る
出
來
事
を
分
類
す
る
の
に
役
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
行
爲
は
、
刑
法
の
一
切
の
現
象
に
封
し
最
上
位

に
位
す
る
統
一
騰
と
し
て
、
刑
法
を
適
用
す
る
場
含
の
外
部
的
限
界
を
劃
し
、
本
來
刑
法
の
領
域
に
厨
さ
な
い
一
切
の
も
の
を
排
除
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
こ
れ
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
行
爲
は
、
刑
法
の
内
部
に
お
い
て
犯
罪
を
定
義
す
る
の
に
役
立
つ
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

行
爲
は
、
　
一
切
の
爾
鹸
の
犯
罪
要
素
が
形
容
詞
と
し
て
結
び
つ
く
た
め
の
名
詞
を
與
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
こ
れ
に
役
立
つ
の
で
あ
る
』
。

以
上
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
は
、
『
構
成
要
件
に
該
當
す
る
』
『
蓮
法
な
』
『
有
責
な
』
と
い
う
よ
う
な
犯
罪
要
素
は
、
す
べ
て
行



爲
に
附
加
さ
れ
る
形
容
詞
、
附
加
語
、
い
わ
ば
行
爲
の
属
性
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
ら
の
形
容
詞
、
附
加
語
の
結
び
つ
く
も
の
は
、
そ
れ
ら

か
ら
濁
立
し
、
そ
れ
ら
と
は
無
驕
係
な
、
名
詞
た
る
行
爲
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
。
か
く
て
、
メ
ツ
ガ
ー
に
お
い
て
、
行
爲
概
念
は
、

ふ
た
た
び
構
成
要
件
該
當
性
の
到
断
に
論
理
的
に
先
行
し
て
獲
得
さ
れ
蔭
も
の
と
な
り
、
い
わ
ば
裸
の
行
爲
概
念
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
と

な
つ
た
。

　
も
つ
と
も
、
メ
ツ
ガ
ー
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
主
義
的
因
果
的
行
爲
論
に
立
ち
蹄
つ
た
の
で
は
な
い
。
行
爲
の
本
質
に
關
す
る
彼
の
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

に
は
、
若
干
の
墜
遷
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
あ
る
い
は
贋
値
概
念
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
實
在
的
存
在
論
的
概
念
と
し
て
の
彼
の
行
爲

は
、
決
し
て
、
ヲ
ス
ト
、
べ
ー
リ
ン
グ
、
ヲ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
流
の
目
然
主
山
一
翼
行
爲
概
念
に
も
、
ま
た
、
決
し
て
小
野
博
士
流
の
刑
法
的
．
慣

値
に
漏
ち
満
ち
た
行
爲
概
念
に
も
蹄
一
す
る
こ
と
は
な
か
つ
た
。
詳
細
は
、
こ
こ
で
は
鰯
れ
る
限
り
で
な
い
。

　
構
成
要
件
概
念
自
艦
の
分
析
に
つ
い
て
は
偉
大
な
功
績
を
残
し
た
メ
ツ
ガ
ー
も
、
し
か
し
、
犯
罪
論
膿
系
の
根
底
に
行
爲
を
用
い
、
構

成
要
件
は
こ
れ
を
不
法
類
型
と
し
て
違
法
到
断
の
分
野
に
没
入
せ
し
め
て
し
ま
つ
た
限
り
で
は
、
す
で
に
、
純
然
た
る
構
成
要
件
論
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

張
者
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
學
読
は
、
ま
さ
し
く
『
新
』
構
成
要
件
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
の
罐
系
に

お
い
て
、
因
果
關
係
論
が
－
ー
も
ち
ろ
ん
構
成
要
件
該
當
性
と
密
接
な
關
係
を
持
つ
て
で
あ
る
が
t
き
わ
め
て
重
要
覗
さ
れ
て
い
る
瓢

　
　
（
六
）

を
み
て
も
、
彼
が
い
わ
ゆ
る
構
成
要
件
の
理
論
を
脆
却
し
、
し
か
も
古
い
因
果
關
係
論
に
蹄
る
こ
と
な
く
、
新
ら
し
い
實
質
的
立
場
を
設

定
し
て
こ
れ
に
擦
つ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　
べ
ー
リ
ン
グ
、
マ
イ
ヤ
ー
よ
り
出
て
雨
者
よ
り
徹
底
的
に
構
成
要
件
論
を
推
進
さ
れ
た
わ
が
小
野
博
士
は
、
メ
ツ
ガ
ー
と
は
反
封
の
方

向
に
行
爲
論
を
押
し
戻
さ
れ
た
。
博
士
は
、
構
成
要
件
を
、
蓮
法
に
し
て
且
つ
有
責
な
行
爲
の
類
型
と
把
握
さ
れ
た
上
、
次
の
よ
う
に
読

　
　
　
　
問
接
正
犯
論
序
読
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
五
　
（
二
こ
五
）



　
　
　
　
間
接
正
犯
論
序
読
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
六
　
（
二
二
六
）

か
九
る
。
『
刑
法
上
の
行
爲
は
、
あ
く
ま
で
構
成
要
件
的
行
爲
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
亦
違
法
に
し
て
且
つ
道
義
的
に
責
任
あ
る
行
爲
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
違
法
に
し
て
且
つ
道
義
的
に
責
任
あ
る
行
爲
は
、
倫
理
的
に
批
到
さ
れ
る
行
爲
で
あ
る
。
否
、
「
行
爲
」
と
い
ふ
と
き
、

す
で
に
倫
理
的
評
償
、
批
到
を
前
提
と
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
本
質
的
に
軌
範
的
な
概
念
で
あ
る
。
倫
理
と
法
と
を
離
れ
て
行
爲
と
い
ふ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

の
は
な
い
。
行
爲
と
は
人
倫
關
係
に
お
い
て
問
題
と
な
る
實
践
的
な
事
實
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
格
に
お
け
る
能
動
的
な
業
で
あ
る
』
と
。

そ
の
結
果
、
第
一
に
、
小
野
博
士
に
お
け
る
行
爲
は
、
『
構
成
要
件
の
枠
内
に
お
い
て
、
そ
の
中
核
的
要
素
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

ら
な
い
。
構
成
要
件
的
評
債
に
關
係
の
な
い
行
爲
な
ど
は
、
刑
法
に
お
い
て
全
く
用
な
き
も
の
で
あ
る
』
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
い
わ
ゆ

る
裸
の
行
爲
が
否
認
さ
れ
る
。
第
二
に
、
博
士
に
お
け
る
行
爲
は
、
『
輩
な
る
心
理
的
・
物
理
的
な
過
程
で
は
な
い
。
人
倫
的
・
倫
理
的
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

格
の
主
膣
的
、
行
動
的
な
過
程
で
あ
る
。
心
理
的
・
物
理
的
に
は
無
で
あ
つ
て
も
、
倫
理
的
・
法
的
に
は
有
で
あ
り
得
る
』
、
、
か
く
て
、
行

爲
は
債
値
に
満
ち
満
ち
た
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
、
自
然
主
義
的
行
爲
論
が
却
け
ら
れ
る
。
第
三
に
、
博
士
に
お
け
る
行
爲
は
、
主
翻
・

客
凝
爾
側
面
を
含
む
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
從
來
責
任
要
素
と
さ
れ
て
い
た
『
犯
意
』
が
、
構
成
要
件
を
通
し
て
行
爲
概
念
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

に
取
り
入
れ
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
因
果
的
行
爲
が
排
斥
さ
れ
る
。
行
爲
に
關
す
る
以
上
の
よ
う
な
贋
値
的
把
握
は
、
構
成
要
件
論
と
い
う
立

場
か
ら
は
き
わ
め
て
徹
底
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
構
成
要
件
論
の
一
つ
の
極
黙
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
構
成
要
件
論
に
つ
い
で
最
近
擁
頭
し
た
の
は
、
目
的
的
行
爲
論
（
ぎ
号
＝
き
穿
一
鑛
号
ぼ
。
）
で
あ
る
。
目
的
的
行
爲
論
は
、
そ
の
名

む
示
す
よ
う
に
、
從
來
の
行
爲
概
念
に
検
討
を
加
え
て
こ
糺
を
再
構
成
し
、
ふ
た
た
び
行
爲
概
念
に
全
刑
法
膣
系
の
出
嚢
黙
た
る
地
位
を

旗
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
行
爲
概
念
の
特
色
は
、
ご
言
に
し
て
い
え
ば
、
意
思
内
容
を
包
含
し
た
黙
に
蓋
き
る
。

し
か
も
、
故
意
・
過
失
と
い
つ
た
刑
法
的
評
償
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
存
在
論
的
翻
黙
か
ら
意
思
内
容
一
般
を
行
爲
概
念
中
に
導
入
し
た



黙
に
、
そ
の
時
代
感
畳
を
み
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
、
目
的
的
行
爲
論
は
、
い
か
に
し
て
意
思
内
容
を
行
爲
に
包
撮
し
た
か
。
こ
の
理
論
の
代
表
的
主
張
者
た
る
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル

（
≦
①
一
箆
）
は
い
う
、
『
人
間
の
行
爲
は
、
目
的
追
及
活
動
の
途
行
で
あ
る
。
行
爲
は
、
そ
れ
故
、
「
目
的
的
（
獣
巴
ご
な
出
來
事
で
あ

つ
て
、
決
し
て
輩
に
盲
目
的
な
出
來
事
な
の
で
は
な
い
。
行
爲
の
「
目
的
性
（
罰
轟
犀
鼠
件
ご
も
し
く
は
合
目
的
性
の
基
礎
に
は
、
人
問
と

い
う
も
の
は
、
自
己
の
因
果
的
知
識
に
も
と
づ
い
て
そ
の
活
動
の
可
能
な
成
行
を
一
定
の
範
園
に
わ
た
つ
て
豫
見
し
、
こ
れ
を
中
心
に
し

て
種
々
の
目
標
を
お
き
、
そ
し
て
自
己
の
活
動
を
こ
の
目
標
の
達
成
に
向
け
て
計
書
的
に
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と

が
横
た
わ
つ
て
い
る
』
。
『
目
的
性
は
、
因
果
關
係
が
關
與
す
る
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
成
行
を
一
定
の
範
園
に
わ
た
つ
て
豫
見
し
、
こ
の

豫
見
に
よ
つ
て
因
果
關
係
の
關
與
を
目
標
達
成
に
向
け
計
議
的
に
操
縦
す
る
こ
と
の
で
き
る
意
思
の
能
力
を
そ
の
基
礎
と
し
て
い
る
か

ら
、
目
標
を
意
識
し
、
因
果
的
出
來
事
を
指
導
す
る
意
思
は
目
的
的
行
爲
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
（
中
略
）
從
つ
て
、
目
的

的
意
思
は
、
外
部
的
出
來
事
を
客
翻
的
に
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
主
要
な
因
子
と

　
　
　
　
　
　
（
二
）

し
て
行
爲
に
屍
す
る
』
と
。

　
か
く
て
、
意
思
内
容
は
、
何
等
の
償
縫
到
断
を
も
純
ず
に
、
存
在
論
的
な
翻
黙
か
ら
、
行
爲
概
念
に
包
撮
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
全

刑
法
禮
系
の
出
獲
驕
に
位
し
、
一
切
の
刑
法
的
評
贋
に
先
行
す
る
行
爲
概
念
の
、
目
的
的
な
存
在
構
造
が
こ
こ
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
犯

罪
論
を
指
導
す
る
も
の
は
、
前
時
代
に
主
張
さ
れ
た
構
成
要
件
な
い
し
構
成
要
件
該
當
性
と
い
う
抽
象
的
な
概
念
か
ら
、
ふ
た
た
び
行
爲

と
い
う
實
在
的
な
概
念
に
轄
換
し
た
。
し
か
も
、
目
的
的
行
爲
論
は
、
輩
に
行
爲
概
念
に
つ
い
て
前
時
代
の
抽
象
化
を
排
斥
し
た
ぼ
か
り

で
は
な
い
。
目
的
的
行
爲
論
は
、
違
法
性
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
責
任
に
つ
い
て
、
概
念
の
實
質
を
追
及
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
結
局
、
こ

　
　
　
　
問
接
正
犯
論
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
七
　
（
二
二
七
）



　
　
　
　
　
間
接
正
犯
論
序
読
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
八
　
（
二
二
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

の
理
論
が
、
構
成
要
件
論
と
は
全
く
異
つ
て
、
『
現
實
の
意
味
に
満
ち
た
全
騰
』
と
し
て
の
犯
罪
概
念
を
求
め
て
努
力
し
て
い
る
か
ら
に
ほ

　
　
　
（
一
三
）

か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
基
本
的
立
場
に
立
つ
て
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
故
意
を
責
任
の
領
域
か
ら
不
法
の
概
念
中
に
と
り
こ
み
、
故

意
と
過
失
と
を
蓮
法
性
の
暫
黙
か
ら
庵
別
し
、
正
犯
・
共
犯
の
概
念
を
不
法
論
中
で
扱
い
、
責
任
の
實
膿
を
明
ら
か
に
し
、
不
作
爲
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）

爲
か
ら
除
外
す
る
な
ど
、
そ
の
當
否
は
さ
て
お
き
、
從
來
の
犯
罪
論
禮
系
に
封
し
、
革
命
的
な
修
正
を
ほ
ど
こ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
詳

細
、
お
よ
び
こ
れ
に
封
す
る
批
到
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
別
な
機
會
に
こ
れ
を
護
る
。

（（（（（（六五踊三二一
））））））

（
七
）

（
八
）

（
九
）

（
輔
○
）

（
一（

一
二
）

　
竃
。
N
α
Q
2
Q
り
欝
｛
冨
。
ダ
①
ぎ
需
ぼ
ゴ
。
ン
幹
》
望
ρ
一
逡
P
ψ
o。
O
並
ω
＃
無
話
。
ゲ
一
も
ぎ
ω
葺
象
窪
ゴ
3
ふ
．
＞
隻
o
お
㎝
声
ψ
o
o
伊

　
竃
震
碧
お
ω
ε
岳
窪
ぴ
琴
F
も
o
・
』
許
U
醇
夢
い
魯
吾
琴
ダ
φ
罐
h
を
も
参
照
。

　
竃
Φ
N
α
Q
9
溶
ぼ
ご
。
F
ψ
一
8
“
ω
ε
象
き
ゴ
。
プ
一
ム
》
虹
中
旧
鷺
o
留
旨
①
≦
。
σ
Q
。
山
震
ω
霞
臥
吋
Φ
魯
富
山
o
α
Q
ヨ
働
酔
帥
F
お
㎝
ρ
ψ
蜀

　
蜜
①
N
α
q
o
ぴ
ω
言
象
窪
ぎ
o
ダ
9
》
仁
欝
ω
●
島
旧
い
o
帯
N
蒔
震
麹
o
ヨ
ヨ
o
馨
餌
が
一
．
ρ
戸

　
同
趣
旨
、
齊
藤
金
作
、
共
犯
理
論
の
研
究
（
昭
和
二
九
年
）
八
九
頁
、
同
、
刑
法
総
論
改
訂
版
（
昭
和
三
〇
年
）
七
九
頁
。

　
す
な
わ
ち
、
メ
ツ
ガ
ー
の
『
法
的
重
要
關
係
論
（
園
①
一
磐
き
N
浮
8
鼠
①
）
』
は
、
因
果
性
の
問
題
を
マ
イ
ヤ
ー
の
よ
う
に
責
任
論
に
放
逐
す
る
こ
と

な
く
、
ま
た
、
小
野
博
士
の
よ
う
に
構
成
要
件
の
解
繹
問
題
に
蹄
一
せ
し
め
る
こ
と
な
く
、
因
果
關
係
の
存
在
を
一
懸
構
成
要
件
的
評
贋
以
前
に
確

定
し
（
因
果
読
）
、
　
こ
の
確
定
し
た
因
果
關
係
の
う
ち
法
的
に
重
要
な
も
の
を
採
繹
す
る
こ
と
の
み
を
講
成
要
件
の
解
繹
に
關
係
せ
し
め
る
（
資
任

読
）
こ
と
に
よ
つ
て
、
因
果
性
の
問
題
を
な
お
行
爲
論
に
と
ど
め
て
い
る
（
富
ぼ
ぴ
砦
ゲ
）
¢
一
鵠
卑
い
ω
ε
岳
窪
ぴ
8
F
¢
8
い
）
。

　
小
野
、
前
掲
五
四
頁
。

　
小
野
、
前
掲
同
頁
。

　
小
野
、
前
掲
六
二
頁
。

　
　
小
野
、
前
掲
五
九
頁
以
下
。

一
）
　
タ
、
色
N
魯
U
霧
U
o
9
の
3
①
oQ
嘗
帥
即
①
昏
計
伊
》
二
山
。
”
峯
㎝
ρ
ω
』
O
o
｛
●

　
　
≦
昏
鼻
ω
ε
山
雪
鐸
糞
Qo
逐
窪
〔
募
ω
霞
魯
g
募
」
器
。
。
”
湧
件
≦
切
ユ
』
。。
あ
・
お
一
参
照
。



　
（
二
ε
　
こ
の
黙
に
關
し
て
は
、
李
場
安
治
、
構
成
要
件
理
論
の
再
構
成
（
昭
和
三
〇
年
）
『
瀧
川
先
生
還
暦
記
念
・
現
代
刑
法
學
の
課
題
下
』
五
三
五
頁

　
　
　
以
下
参
照
。

　
（
一
四
）
≦
〇
一
N
卑
U
器
U
Φ
暮
8
ぼ
望
壁
時
。
魯
ε
q
旨
島
o
臨
奏
8
国
き
象
§
α
Q
巴
o
一
一
器
｝
一
¢
お
”
劇
霧
o
F
蜜
o
繕
糞
o
≦
き
色
§
α
Q
窪
儀
R
＜
R
・

　
　
　
ぼ
9
ぼ
霧
げ
ぼ
o
サ
一
罐
P
な
お
、
齊
藤
、
刑
法
総
論
改
訂
版
、
八
四
頁
以
下
蓼
照
。

　
五
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
犯
罪
論
の
歴
史
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
目
的
的
行
爲
論
を
も
つ
て
終
つ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
上
概
読
し
た
犯

罪
論
構
成
方
法
に
關
す
る
見
解
の
攣
遷
を
、
こ
こ
に
、
総
括
し
て
回
顧
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
近
代
刑
法
學
獲
生
當
初
に
お
け
る
犯
罪
概
念
は
、
任
意
の
肚
會
的
事
實
を
あ
て
は
め
て
犯
罪
と
な
す
べ
き
諸
要
素
か
ら
成
り
立
つ
て
い

た
。
犯
罪
は
、
裁
到
官
の
認
識
・
評
、
償
活
動
を
ま
つ
て
は
じ
め
て
形
成
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
が
、
意
思
と
所
爲
と
の
結
含
を
媒
介
す
べ
き
蹄
属
性
の
概
念
を
、
犯
罪
論
の
中
で
な
く
、
刑
罰
適
用
論
に
お
い
て
法
を
適
用
す
る

に
際
し
て
援
用
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
下
つ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
學
派
の
犯
罪
論
は
、
行
爲
を
犯
罪
概
念
の
根
抵
に
お
い
た
籍

よ
り
す
れ
ば
、
從
前
に
比
し
て
、
犯
罪
を
よ
り
實
艦
に
近
づ
け
て
定
義
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
一
切
の
刑
法
的
評
、
贋
の

加
え
ら
る
べ
き
事
實
が
、
す
で
に
刑
法
的
評
贋
の
一
部
を
捲
つ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
、
混
蹴
が
生
ず
る
。
行
爲
と
有
責
行
爲
と
を
同
覗

す
る
こ
の
時
代
の
犯
罪
論
ば
、
か
く
て
、
方
法
論
的
に
は
不
徹
底
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
裁
到
の
場
に
お
け
る
犯
罪
概
△
，
心
を
肚
會
現
象
の
場
に
移
行
さ
せ
、
犯
罪
を
到
断
の
世
界
か
ら
到
噺
封
象
の
世
界
へ
と
引
き
下
す
べ
き
努

力
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
實
澄
主
義
的
行
爲
論
に
よ
つ
て
徹
底
さ
れ
た
。
こ
の
時
代
に
お
け
る
刑
法
學
が
、
犯
罪
の
各
概
念
要
素
に
つ
い

て
極
力
贋
疸
判
新
を
遥
け
、
自
然
科
學
的
運
験
的
知
識
に
も
と
づ
い
て
認
識
さ
る
べ
き
事
貢
を
こ
の
要
素
と
し
よ
う
と
試
み
た
と
こ
ろ
か

ら
も
、
茅
、
の
努
力
は
看
取
さ
れ
う
る
。
し
か
も
、
實
謹
主
義
的
行
爲
論
は
、
い
わ
ゆ
る
新
派
刑
法
學
と
結
び
つ
い
て
、
い
よ
い
よ
こ
の
傾

　
　
　
　
　
問
接
正
犯
論
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
九
　
（
二
二
九
）



　
　
　
　
間
接
正
犯
論
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
〇
　
（
二
三
〇
）

向
を
深
め
た
。
犯
罪
は
、
こ
の
時
代
に
至
つ
て
完
全
に
、
耐
會
的
な
事
實
と
し
て
、
實
鎧
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。

　
し
か
し
、
實
謹
主
義
的
行
爲
論
は
、
や
が
て
、
構
成
要
件
論
に
よ
つ
て
超
剋
さ
れ
た
。
構
成
要
件
論
は
、
當
時
遠
頭
し
た
新
カ
ン
ト
學
派

の
思
惟
方
法
に
立
脚
し
、
所
與
の
事
實
（
存
在
）
と
こ
の
事
實
の
あ
て
は
ま
る
べ
き
型
（
當
爲
）
と
を
峻
贋
し
な
が
ら
、
刑
法
の
任
務
を

當
爲
の
探
求
に
限
定
す
る
。
そ
れ
は
、
『
犯
罪
』
そ
れ
自
騰
で
は
な
く
、
『
犯
罪
性
』
を
追
及
し
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
か
。
從
っ
て
、
犯

罪
は
、
ふ
た
た
び
翻
念
の
世
界
、
規
範
的
評
贋
の
場
に
引
き
戻
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
行
爲
に
代
つ
て
、
犯
罪
論
を
指
導
す
る
も
の
と

し
て
は
、
構
成
要
件
の
概
念
が
登
場
し
た
。
構
成
要
件
と
は
、
法
規
に
示
さ
れ
た
行
爲
の
類
型
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
類
型
は
事
實
で
は

な
く
、
事
實
の
あ
て
は
ま
る
べ
き
抽
象
的
齪
念
的
形
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
從
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
類
型
拝
構
成
要
件
を
犯
罪
概
念
の
第

一
要
素
と
し
よ
う
と
、
類
型
性
け
構
成
要
件
該
當
性
を
こ
れ
に
あ
て
よ
う
と
、
と
も
か
く
、
犯
罪
は
、
事
實
そ
の
も
の
に
先
行
し
て
獲
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

さ
れ
る
翻
念
的
な
形
象
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
惟
方
法
！
構
成
要
件
論
は
、
た
だ
に
二
十
世
紀
前
宇
の
ド
イ
ッ
刑
法
學
を
風

葬
し
た
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
國
に
も
強
力
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
つ
た
。

　
刑
法
に
お
け
る
新
カ
ン
ト
學
派
的
思
惟
方
法
に
封
し
、
強
い
批
到
を
提
起
し
た
の
は
、
前
述
の
と
お
り
、
現
代
の
存
在
論
的
思
想
に
立

脚
す
る
目
的
的
行
爲
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
ま
だ
完
成
の
域
に
達
し
て
い
な
い
護
展
途
上
の
理
論
で
は
あ
る
が
、
犯
罪
を
ふ
た
た
び
肚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）
．

會
的
生
の
現
實
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
鮎
に
お
い
て
、
一
時
代
を
劃
す
る
理
論
と
い
つ
て
よ
い
。

　
氾
罪
倫
擁
成
の
方
法
に
關
す
る
見
解
の
攣
遷
は
、
お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
あ
と
を
た
ど
つ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
中
に
、
犯
罪
論

溝
成
に
關
す
る
二
つ
の
思
考
方
法
が
盛
衰
興
亡
を
く
り
か
え
し
た
の
を
み
る
。
第
一
は
、
犯
罪
を
法
律
現
象
と
解
す
る
方
法
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
犯
罪
疵
念
を
溝
成
す
る
の
に
ま
ず
實
定
法
を
論
理
上
の
出
獲
馳
と
し
、
任
意
の
肚
會
的
事
實
を
あ
て
は
め
て
犯
罪
と
な
す
べ
き



諸
要
素
の
総
騰
と
し
て
こ
れ
を
把
握
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
よ
る
と
き
、
犯
罪
は
、
裁
到
の
場
に
お
い
て
は
じ
め
て
形
成
さ
れ

る
。
裁
到
官
の
實
定
法
に
も
と
づ
く
認
識
・
評
債
活
動
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
、
特
定
の
肚
會
的
出
來
事
が
犯
罪
と
な
る
の
で
あ
る
。
刑
法

は
、
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
行
爲
規
範
と
い
う
よ
り
は
、
と
く
に
裁
判
規
範
と
し
て
考
察
さ
れ
、
裁
鋼
官
を
そ
の
名
宛
者
と
す
る
と
み

ら
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
グ
ロ
ー
ル
マ
ン
の
古
典
的
理
論
、
新
カ
ン
ト
學
涙
の
構
威
要
件
論
は
こ
の
立
場
に
属
す

る
。
第
二
は
、
犯
罪
を
法
律
現
象
と
み
る
前
に
杜
會
現
象
と
し
て
把
握
す
る
方
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
概
念
を
構
成
す
る
の
に
、

ひ
と
ま
ず
實
定
法
を
は
な
れ
た
社
會
的
事
實
の
分
析
か
ら
出
襲
し
、
順
家
こ
れ
に
存
す
る
實
定
法
上
の
犯
罪
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
よ
つ
て
犯
罪
概
念
を
實
定
法
に
露
着
せ
し
め
る
方
法
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
よ
る
と
き
、
犯
罪
は
、
裁
到
と
は
無
關
係
に
存
在

す
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
の
立
場
に
よ
る
と
き
に
も
、
裁
到
官
の
到
臨
が
必
要
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

第
一
の
立
場
に
よ
る
場
合
の
よ
う
に
形
成
的
創
設
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
確
認
的
な
も
の
と
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
刑
法

は
、
こ
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
裁
到
規
範
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
行
爲
規
範
と
し
て
、
一
般
人
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
る
べ

き
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
の
方
法
を
採
用
す
る
の
は
、
へ
ー
ゲ
ル
學
派
の
行
爲
論
、
實
讃
主
義
的
行
爲
論
、
贋
値
的
一
般
的
行
爲
論
、
目
的

的
行
爲
論
な
ど
で
あ
る
。

　
わ
が
刑
法
學
界
の
現
歌
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
こ
の
二
つ
の
立
場
は
、
大
き
く
封
立
し
て
、
互
い
に
相
雫
う
て
い
る
と
い
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に
行
爲
論
が
、
そ
し
て
他
方
に
構
成
要
件
論
が
、
各
々
そ
の
論
陣
を
張
っ
て
、
互
い
に
相
譲
ら
ぬ
歌
態
で
あ

る
。
『
裸
の
行
爲
か
、
構
成
要
件
行
爲
か
』
。
わ
が
國
現
在
に
お
け
る
髄
系
構
築
上
の
箏
瓢
は
、
あ
る
い
は
こ
の
、
外
見
上
は
き
わ
め
て
輩

純
な
標
語
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
つ
て
差
支
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
問
接
正
犯
論
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
一
　
（
二
三
一
）

＼



問
接
正
犯
論
序
説

五
一
二
　
（
二
三
二
）

　
本
稿
の
目
的
は
、
犯
罪
論
の
構
成
方
法
に
關
す
る
學
説
の
雫
い
を
、
主
と
し
て
問
接
正
犯
の
窓
を
通
し
て
考
察
し
よ
う
と
い
う
に
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
、
と
り
あ
え
ず
、
現
段
階
に
到
達
す
る
ま
で
の
問
接
正
犯
の
理
論
を
概
麟
し
て
お
こ
う
と
思
う
。

　
（
一
）
　
も
つ
と
も
、
後
期
の
構
成
要
件
論
、
す
な
わ
ち
新
構
成
要
件
論
は
、
同
じ
く
新
カ
ン
ト
學
派
の
哲
學
に
影
響
さ
れ
つ
つ
も
、
『
刑
法
に
お
け
る
概
念

　
　
　
の
目
的
論
的
構
成
ヌ
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ゲ
）
と
い
う
標
語
の
下
に
、
刑
法
上
の
一
切
の
概
念
の
規
範
化
を
企
て
、
概
念
の
實
質
を
追
及
し
た
結
果
、
ふ
た

　
　
　
た
び
行
爲
論
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
つ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
（
二
）
　
實
謹
主
義
思
想
に
影
響
を
受
け
た
自
然
主
義
的
行
爲
論
、
新
カ
ン
ト
哲
學
に
支
持
さ
れ
た
構
成
要
件
論
、
存
在
論
的
思
惟
方
法
に
立
脚
す
る
目
的

　
　
　
的
行
爲
論
の
封
比
を
鮮
明
に
し
た
の
は
、
タ
δ
『
魯
Z
弾
ε
厩
巴
ご
β
蒙
¢
⇒
餌
≦
、
窪
6
ぼ
δ
ω
o
糞
島
Φ
帥
旨
ω
跨
錬
器
2
一
計
お
ω
9

　
（
三
）
實
讃
主
義
的
な
い
し
債
値
的
一
般
的
行
爲
論
を
と
る
の
は
、
市
川
秀
雄
、
刑
法
総
論
（
昭
和
三
〇
年
）
六
七
頁
以
下
、
九
三
頁
、
植
田
重
正
、
刑

　
　
　
法
要
読
（
昭
和
二
四
年
）
五
三
頁
以
下
、
草
野
豹
一
郎
、
刑
法
要
論
（
昭
和
三
一
年
）
四
〇
頁
以
下
、
齊
藤
金
作
、
刑
法
総
論
改
訂
版
（
昭
和
三
〇
年
）

　
　
　
六
九
頁
以
下
、
瀧
川
幸
辰
、
改
訂
犯
罪
論
序
説
（
昭
和
二
七
年
）
一
頁
以
下
、
瀧
川
春
雄
、
刑
法
総
論
講
義
（
昭
和
二
七
年
）
六
七
頁
以
下
、
牧
野

　
　
　
英
一
、
刑
法
総
論
（
昭
和
二
八
年
）
一
五
四
頁
、
八
木
腓
、
狛
法
総
論
（
昭
和
二
八
年
）
一
〇
六
頁
、
宮
崎
澄
夫
、
刑
法
総
論
（
昭
和
二
五
年
》
。
な

　
　
　
お
、
江
家
義
男
、
刑
法
総
論
（
昭
和
三
〇
年
）
八
二
頁
以
下
は
、
特
殊
な
一
般
的
行
爲
論
を
読
か
れ
る
。
さ
ら
に
目
的
的
行
爲
論
を
探
る
の
は
、
井

　
　
　
上
正
治
、
刑
法
學
総
則
（
昭
湘
二
六
年
）
三
三
頁
以
下
、
李
場
安
治
、
刑
法
継
論
講
義
（
昭
和
二
七
年
）
三
一
頁
以
下
。

　
（
四
）
　
こ
こ
に
い
う
意
味
で
の
構
成
要
件
論
を
探
る
の
は
、
小
野
清
一
郎
、
新
訂
刑
法
講
義
総
論
（
昭
和
二
七
年
）
八
七
頁
以
下
、
同
、
刑
法
概
論
（
昭

　
　
　
和
二
七
年
）
七
五
頁
、
北
本
武
男
∴
醐
田
李
、
新
鋼
法
概
説
（
昭
和
二
五
年
）
二
八
頁
以
下
、
吉
川
経
夫
、
刑
法
総
論
ハ
昭
和
二
九
年
）
三
七
頁
以

　
　
　
下
、
佐
伯
千
似
、
刑
法
総
論
（
昭
和
二
八
年
）
四
一
頁
以
下
、
團
藤
重
光
、
刑
法
改
訂
版
（
昭
和
三
〇
年
）
三
四
頁
以
下
、
不
破
武
夫
・
井
上
正
治
、

　
　
　
刑
法
総
論
（
昭
和
三
〇
年
）
六
〇
頁
以
下
。

二
　
因
果
關
係
論
と
間
接
正
犯
論



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
一
　
さ
て
、
以
上
述
べ
た
犯
罪
論
構
成
方
法
の
攣
遷
は
、
問
接
正
犯
の
理
論
に
封
し
、
い
か
に
反
映
し
て
い
つ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も

そ
も
、
問
接
正
犯
は
、
本
來
、
是
非
の
辮
別
の
な
い
者
あ
る
い
は
犯
意
の
な
い
者
を
利
用
し
て
自
己
の
犯
罪
を
實
現
す
る
黙
に
そ
の
特
色

が
あ
り
、
自
然
的
直
襯
的
把
握
を
も
つ
て
す
れ
ば
、
容
易
に
こ
れ
を
正
犯
と
し
て
特
徴
づ
け
う
る
も
の
で
あ
る
。
牛
面
、
問
接
正
犯
は
、

他
人
を
犯
罪
の
實
行
に
利
用
す
る
驕
で
、
共
犯
と
く
に
教
唆
犯
と
外
形
的
に
類
似
し
て
い
る
。
從
つ
て
、
間
接
正
犯
の
法
的
性
格
を
基
礎

づ
け
る
理
論
は
、
當
然
、
二
つ
の
方
向
に
努
力
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。
第
一
は
、
間
接
正
犯
が
本
來
の
軍
濁
正
犯
と
法
的
性
格
を

等
し
く
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
問
接
正
犯
の
正
犯
性
）
の
論
謹
、
第
二
は
、
間
接
正
犯
が
共
犯
と
異
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
間
接
正
犯

の
非
共
犯
性
）
の
謹
明
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
問
接
正
犯
の
正
犯
性
・
非
共
犯
性
の
論
謹
は
、
古
く
は
、
因
果
關
係
論
の
立
場
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
否
、
こ
の
立
場
こ
そ
が
、
ド
イ

ツ
に
お
げ
る
近
代
刑
法
學
護
生
以
來
の
傳
統
的
理
論
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
。
た
だ
、
古
い
時
代
に
お
い
て
は
、
問
接
正
犯
の
概
念
す
ら

が
明
瞭
で
な
く
、
そ
の
正
犯
性
は
直
郵
的
把
握
の
域
を
出
ず
、
そ
の
非
共
犯
性
に
至
つ
て
は
、
ご
く
形
式
的
、
概
念
的
に
行
わ
れ
て
い
た

に
す
ぎ
な
い
。
間
接
正
犯
を
め
ぐ
る
論
事
が
激
化
し
た
の
は
、
そ
の
理
論
が
因
果
關
係
論
に
立
脚
し
て
い
た
時
代
の
過
ぎ
去
つ
た
あ
と
、

構
成
要
件
論
に
そ
の
基
礎
づ
け
が
委
ね
ら
れ
た
時
代
で
あ
る
。
い
み
じ
く
も
、
あ
る
最
近
の
學
者
は
い
う
、
『
客
醐
的
共
犯
論
と
主
翻
的
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

犯
論
と
を
め
ぐ
る
有
名
な
論
箏
に
お
い
て
、
か
つ
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
の
は
、
（
中
略
）
共
同
正
犯
と
（
中
略
）
從
犯
と
の
、
匪
別
で
あ

つ
た
。
今
日
で
は
、
そ
れ
は
問
接
正
犯
と
（
中
略
）
教
唆
犯
と
の
問
の
限
界
づ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
決
定
的
な
問
題
が
、
き
わ
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

明
瞭
に
展
開
さ
れ
て
い
る
』
と
。
因
果
關
係
論
か
ら
構
成
要
件
論
へ
、
犯
罪
論
の
梅
成
方
法
に
調
す
る
こ
の
重
大
な
縛
換
は
、
外
部
的
に

は
問
接
正
犯
の
理
論
づ
け
に
大
き
な
影
響
を
與
え
た
。
こ
の
現
象
は
、
何
等
か
内
部
的
な
理
由
を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
構
成
要

　
　
　
　
問
接
正
犯
論
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
三
　
（
二
三
三
）



　
　
　
　
間
接
正
犯
論
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
礪
　
（
二
三
四
）

件
論
ぱ
、
因
果
關
係
論
か
ら
腕
却
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
間
接
正
犯
の
概
念
を
深
化
さ
せ
、
論
箏
を
激
化
さ
せ
る
だ
け
の
必
然
性
を
持
つ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
課
題
に
導
か
れ
つ
つ
、
ま
ず
、
こ
こ
で
は
、
構
成
要
件
論
擾
頭
以
前
の
ド
イ
ツ
飛
法
學
に
お

け
る
問
接
正
犯
論
を
概
翻
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
（
一
）
　
問
接
正
犯
の
正
犯
性
に
關
す
る
す
ぐ
れ
た
學
読
史
的
考
察
と
し
て
は
、
大
塚
仁
、
問
接
正
犯
の
正
犯
性
（
昭
和
二
八
・
三
〇
年
）
刑
法
雑
誌
四
巻

　
　
　
二
號
二
二
頁
以
下
、
五
巻
三
号
一
〇
九
頁
以
下
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
（
二
）
裟
o
轟
霞
し
≦
＆
o
彗
o
タ
、
①
α
q
Φ
餌
①
N
もり
霞
駄
霧
o
一
一
酔
巴
o
α
Q
ヨ
艶
ユ
F
一
〇
㎝
ρ
¢
卜
o
㊤
●

　
ニ
　
ド
イ
ツ
に
濤
け
る
近
代
刑
法
學
は
、
そ
の
出
護
の
當
初
か
ら
、
因
果
的
思
惟
方
法
を
犯
罪
概
念
構
築
の
基
盤
と
し
て
い
た
。
近
代

刑
法
學
の
祠
と
構
せ
ら
れ
る
學
者
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
（
》
●
男
く
9
即
一
§
訂
3
）
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
は
、
そ
の
著
『
ド
イ
ツ
現
行
普
通
刑
法
教
科
書
（
冨
ぼ
ξ
畠
儀
霧
ひ
Q
。
ヨ
。
酵
窪
営
U
Φ
三
ω
9
冨
注
伊
q
巳
鼠
窪
需
一
巳
一
9
窪
菊
①
島
β

訪
2
）
』
に
お
い
て
、
犯
罪
概
念
を
読
明
す
る
の
に
、
ま
ず
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
に
通
ず
る
一
般
的
要
件
を
説
き
、
つ
い
で
『
刑
罰
法
規
違
反

の
多
様
性
』
と
い
う
一
章
を
も
う
け
、
そ
こ
で
（
イ
）
『
違
法
行
爲
に
封
す
る
法
規
遽
反
の
結
果
の
關
係
』
（
と
く
に
既
途
犯
、
未
途
犯
な
ど

が
間
題
）
、
（
ロ
）
『
法
規
遽
反
の
結
果
に
封
す
る
行
爲
者
の
因
果
性
の
多
種
性
』
（
と
く
に
正
犯
、
共
犯
な
ど
が
問
題
）
、
（
ハ
）
『
行
爲
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

部
的
（
心
理
的
）
原
因
の
多
檬
性
』
（
と
く
に
故
意
、
過
失
）
の
三
種
を
取
り
扱
つ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
方
法
を
み
る
だ
け
で
も
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
客
翻
的
・
實
質
的
・
因
果
的
思
惟
方
法
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
客
観
的
な
刑
罰
法

規
淫
反
の
結
果
を
前
提
と
し
、
こ
れ
に
封
す
る
行
爲
お
よ
び
行
爲
者
の
因
果
性
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
犯
罪
概
念
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
艦
系
中
に
は
、
ま
だ
間
接
正
犯
の
概
念
は
現
わ
れ
て
こ
な
い
。
間
接
正
犯
の
名
構
は
も
ち
ろ
ん
、
そ



の
概
念
も
は
た
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
か
ど
う
か
、
明
ら
か
で
な
い
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
は
、
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
教
唆
者
が
、

彼
に
聡
い
て
は
無
形
的
『
起
因
者
（
¢
夢
。
ぴ
震
）
』
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
思
惟
方
法
に
よ
れ
ば
、

直
接
正
犯
者
、
教
唆
者
、
主
た
る
醤
助
者
の
結
果
に
封
す
る
起
因
力
は
同
贋
値
で
あ
り
、
從
つ
て
、
三
者
は
、
等
し
く
起
因
者
に
ほ
か
な

ら
な
か
つ
た
。
そ
れ
故
、
ほ
か
な
ら
ず
起
因
者
の
概
念
に
鵬
す
べ
き
問
接
正
犯
的
場
舎
を
そ
の
う
ち
の
い
ず
れ
に
鷹
せ
し
め
る
か
に
つ
い

て
は
、
さ
し
た
る
理
論
的
興
味
を
寛
え
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
因
果
的
に
は
同
贋
値
で
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
起
因
者
に
つ
い
て
、

有
形
的
（
直
接
）
お
よ
び
無
形
的
（
問
接
）
と
い
う
形
態
の
相
違
を
見
出
し
た
以
上
、
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
問
接
正
犯
か
概
念
上
そ
の
い

ず
れ
に
薦
す
る
か
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
必
要
を
示
唆
し
た
の
は
、
フ
ォ
イ
ニ
ル
バ
ッ
ハ
の
協

力
者
で
あ
り
、
そ
の
教
科
書
の
訂
補
者
で
あ
る
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ヤ
ー
（
霞
窪
。
琶
践
霞
）
で
あ
つ
た
。

　
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ヤ
ー
は
、
教
唆
犯
の
概
念
を
定
義
し
た
の
ち
、
『
こ
の
概
念
は
、
そ
の
中
に
、
他
人
を
道
具
と
し
て
（
こ
の
他
人
が
責
任

無
能
力
で
あ
る
場
合
も
そ
う
い
え
る
）
犯
罪
へ
と
規
定
す
る
者
を
も
含
ま
し
め
る
か
、
そ
れ
と
も
、
正
犯
者
と
し
て
は
犯
罪
で
あ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

な
行
爲
へ
と
他
人
を
規
定
す
る
者
し
か
含
ま
せ
な
い
か
に
從
つ
て
、
異
つ
て
把
握
さ
れ
る
』
と
読
き
、
今
日
の
問
接
正
犯
を
教
唆
犯
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

、

匠
別
す
る
見
解
が
成
立
可
能
で
あ
る
旨
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ヤ
ー
に
お
い
て
も
、
教
唆
犯
と
問
接
正
犯
と
の

間
の
因
果
的
匠
別
ま
で
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
同
じ
く
、
教
唆
犯
を
（
無

形
的
）
起
因
者
と
し
て
把
握
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
珪
ミ
ッ
テ
ル
マ
牢
ヤ
ー
は
、

一
定
の
結
果
に
向
け
ら
れ
た
一
切
の
先
行
事
實
中
に
、
當
該
結
果
を
惹
起
す
る
力
す
な
わ
ち
起
因
力
の
有
無
お
よ
び
差
異
を
認
め
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
見
解
は
、
當
然
、
客
翻
的
共
犯
論
に
鶴
着
す
る
。
何
故
な
ら
、
起
因
力
の
有
無
お
よ
び
差
異
は
、
因
果
關
係
に
封
す
る
客

　
　
　
　
問
接
正
犯
論
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
五
　
（
二
三
五
）



　
　
　
　
問
接
正
犯
論
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
六
　
（
二
三
六
）

観
的
な
判
断
か
ら
生
ず
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
、
ド
イ
ッ
刑
法
學
に
お
け
る
共
犯
論
は
、
右
爾
者
の
客
翻
的
見
解
を
も
つ
て
は

じ
ま
つ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

　
し
か
し
、
こ
の
客
翻
的
共
犯
論
は
、
や
が
て
、
へ
ー
ゲ
ル
學
派
の
主
翻
的
共
犯
論
に
よ
つ
て
克
服
さ
れ
て
し
ま
つ
た
。
そ
し
て
、
主
観

的
共
犯
論
は
、
ブ
貰
リ
ー
（
＜
．
ω
ξ
一
）
の
詳
細
な
學
理
的
基
礎
づ
け
を
経
、
帝
國
裁
到
所
の
到
例
に
支
持
さ
れ
つ
つ
、
い
よ
い
よ
そ
の
基

礎
を
固
め
た
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
主
鶴
的
共
犯
論
は
、
因
果
關
係
論
に
お
け
る
條
件
読
に
立
脚
す
る
。
從
つ
て
、
正
犯
と
共

犯
と
は
、
因
果
的
に
は
同
贋
値
で
あ
る
か
ら
、
爾
者
の
匠
別
は
、
因
果
的
差
異
以
外
の
と
こ
ろ
に
求
め
る
ほ
か
は
な
い
。
か
く
て
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

理
論
は
、
雨
者
の
、
匠
別
黙
を
、
行
爲
者
の
主
翻
の
う
ち
に
求
め
た
の
で
あ
つ
た
。
問
接
正
犯
の
正
犯
性
は
、
こ
の
理
論
に
よ
つ
て
も
、
依

然
と
し
て
、
因
果
的
立
場
か
ら
論
謹
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
非
共
犯
性
に
つ
い
て
は
、
主
翻
的
立
場
か
ら
そ
の
基
礎
づ
け
が
な
さ
れ

て
い
る
黙
で
、
こ
の
理
論
に
よ
る
間
接
正
犯
論
は
、
特
有
な
性
格
を
持
つ
。

　
と
こ
ろ
が
、
や
が
て
、
十
九
世
紀
の
末
葉
、
主
翻
的
共
犯
論
に
封
し
て
、
客
繭
的
共
犯
論
の
立
場
か
ら
強
力
な
批
鋼
を
提
起
し
た
の

は
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
（
臣
爵
目
2
段
）
で
あ
る
。
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
は
、
ま
ず
、
主
鶴
的
共
犯
論
の
根
底
に
あ
る
條
件
説
を
非
難
し
、
現

行
法
が
結
果
に
封
す
る
諸
條
件
の
う
ち
に
軍
純
な
條
件
と
當
該
結
果
を
襲
生
せ
し
め
る
原
因
と
を
魑
別
し
て
い
る
こ
と
を
論
謹
し
て
、
み

ず
か
ら
は
有
力
條
件
説
を
と
り
、
ま
た
、
ブ
ー
り
ー
の
い
わ
ゆ
る
ア
ニ
ム
ス
公
式
渉
髄
系
上
徹
底
し
え
な
い
こ
と
を
謹
明
し
て
、
現
行
法

の
認
め
る
正
犯
と
教
唆
犯
・
從
犯
と
の
匠
別
は
結
果
に
封
す
る
起
因
力
の
客
観
的
相
違
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

に
、
因
果
關
係
論
に
基
礎
を
置
く
客
観
的
共
犯
論
を
樹
立
し
た
の
で
あ
つ
た
。
從
つ
て
、
彼
に
よ
れ
ば
、
第
三
者
の
動
作
を
仲
介
と
し
て

犯
罪
を
實
現
し
た
者
は
、
そ
の
動
作
に
結
果
に
劉
す
る
起
因
力
の
認
め
ら
れ
る
限
り
正
犯
者
、
箪
に
條
件
を
置
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
認
め



ら
九
る
限
り
致
唆
者
と
い
う
客
翻
的
匿
別
が
読
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
匪
別
は
、
仲
介
者
が
自
由
な
る
自
己
決
定
を
留
保
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

か
ど
う
か
に
從
つ
て
な
さ
れ
る
。
『
人
の
意
思
が
現
實
に
非
自
由
で
あ
る
限
り
、
そ
の
非
自
由
者
に
封
し
て
精
紳
的
影
響
を
加
う
る
に
よ

り
、
彼
に
は
門
外
な
る
、
或
る
意
思
決
定
の
實
行
の
た
め
彼
を
手
段
及
び
道
具
と
し
て
利
用
す
べ
き
可
能
性
が
生
じ
る
。
無
形
的
に
影
響

す
る
者
は
、
自
由
な
ら
ざ
る
人
及
び
そ
の
身
艦
的
動
作
を
あ
た
か
も
動
物
の
そ
れ
の
ご
と
く
利
用
し
え
て
、
結
局
、
彼
に
ょ
つ
て
惹
起
せ

　
　
　
（
八
）

し
め
う
る
』
。
こ
の
よ
う
に
読
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

　
原
因
説
を
主
張
す
る
學
者
と
し
て
は
、
上
蓮
の
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
τ
の
ほ
か
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
（
鯉
＆
嘗
騎
）
、
オ
ル
ト
マ
ン
（
9
葺
9
暮
）
、

　
　
　
　
　
　
（
一
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

コ
ー
ラ
τ
（
内
o
窪
畦
）
、
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
な
ど
が
敷
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
瞬
、
、
茅
、
の
當
否
は
さ
て
お
き
、
」
旦
因
果
的
立

場
か
ら
共
犯
論
・
問
接
正
犯
論
を
構
成
す
る
場
合
に
は
、
原
因
説
に
よ
る
の
が
理
論
的
に
は
も
つ
と
も
徹
底
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
何
故
な
ら
、
第
一
に
、
條
件
詮
に
よ
る
と
き
は
、
共
犯
・
間
接
正
犯
の
慮
罰
の
第
一
次
的
根
嫁
は
、
こ
れ
を
因
果
的
立
場
か
ら
基
礎

づ
け
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
爾
者
の
法
的
性
格
の
相
違
は
、
異
る
立
場
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

第
二
に
、
後
年
拾
頭
し
た
相
當
因
果
關
係
説
に
よ
る
と
き
は
、
因
果
關
係
の
存
否
は
謹
明
さ
れ
て
も
、
事
實
に
存
す
る
起
因
力
の
相
違
は

基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
。
從
つ
て
、
共
犯
と
間
接
正
犯
を
因
果
的
に
匿
別
す
る
に
は
適
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
原
因
読
に

よ
る
と
き
は
、
因
果
關
係
の
存
否
の
み
な
ら
ず
、
起
因
力
の
差
異
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
か
ら
、
共
犯
お
よ
び
間
接
正
犯
の
因
果
的
基
礎
づ

け
は
も
ち
ろ
ん
、
爾
者
の
因
果
的
相
違
の
論
謹
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
原
因
説
は
、
因
果
關
係
論
の
う
ち
、
も
つ
と
も
徹
底
し
た
立
場
で
あ
る
。
原
因
読
は
正
犯
と
共
犯
と
を
因
果
的
立
場
か
ら
基
礎
づ
け
、

そ
し
て
爾
者
の
差
異
を
因
果
的
に
立
謹
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
正
犯
（
問
接
正
犯
を
含
む
）
と
は
、
形
式
的
に
は
、
構
成
要
件
的
行
爲
す
な

　
　
　
　
澗
接
正
犯
論
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
七
（
二
三
七
）



　
　
　
　
問
接
正
犯
論
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
八
（
二
三
八
）

わ
ち
實
行
行
爲
を
行
う
者
で
あ
る
。
こ
の
實
行
行
爲
す
な
わ
ち
正
犯
行
爲
と
、
実
行
行
爲
に
あ
ら
ざ
る
共
犯
行
爲
と
の
相
蓮
を
因
果
的
に

基
礎
づ
け
る
原
因
読
は
、
結
局
、
構
成
要
件
的
行
爲
を
、
第
一
次
的
に
因
果
的
構
造
を
持
つ
も
の
と
し
て
把
握
す
る
立
場
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
犯
罪
を
因
果
的
法
則
に
支
配
さ
れ
た
實
艦
そ
の
も
の
と
み
る
、
か
の
自
然
主
義
的
刑
法
理
論
に
蹄
着
す
る
。

從
つ
て
、
そ
れ
は
、
上
述
の
犯
罪
論
構
成
方
法
に
つ
き
、
犯
罪
を
肚
會
的
現
象
と
し
て
把
握
す
る
立
場
に
厨
す
る
。

　
原
因
説
は
、
こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
。
そ
れ
は
、
自
然
主
義
的
實
謹
的
思
想
に
支
配
さ
れ
た
十
九
世
紀
ド
イ
ッ
刑
法
學
の
一
つ
の
典

型
で
あ
る
。
あ
た
か
も
象
徴
的
に
こ
れ
を
物
語
る
か
の
よ
う
に
、
原
因
読
は
、
世
紀
末
に
至
つ
て
ほ
ぼ
完
全
に
結
晶
し
た
。
一
八
九
九
年

に
襲
表
さ
れ
た
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
τ
の
力
作
『
刑
法
に
お
け
る
行
爲
と
結
果
と
の
問
の
因
果
關
係
（
U
。
吋
9
葛
巴
弩
器
旨
誉
9
富
お

N
註
ω
畠
窪
鵠
㊤
＆
ζ
彪
§
匹
国
き
薗
ぎ
ω
霞
聾
9
露
）
』
が
こ
れ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
中
に
、
精
緻
を
き
わ
め
た
原
因
読
の

主
張
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
否
、
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、
構
成
要
件
論
に
と
つ
て
代
ら
れ
る
以
前
の
因
果
的
思
想
の
、
最
後
の
主
張
で
あ

つ
た
と
み
て
差
支
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
で
、
項
を
あ
ら
た
め
て
、
そ
の
主
張
の
展
開
を
み
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

（
一
）
男
窪
巽
訂
号
墨
竃
§
麟
一
g
常
ぼ
ε
＆
号
ω
α
q
。
幕
ぎ
窪
ぎ
U
窪
誓
浮
＆
α
q
窪
一
曹
昌
琶
急
魯
窪
菊
8
窪
ω
し
↑
｝
郵
し
。
。
囑
よ
り
。

（
二
）
　
屑
o
仁
R
び
霧
『
－
鼠
馨
霞
g
巴
o
吋
”
禦
勲
P
¢
O
o
刈
Z
o
8
ピ

（
三
）
　
同
書
の
十
三
版
に
は
、
こ
の
思
想
は
ま
だ
現
れ
て
い
な
い
。
從
つ
て
、
ヒ
ッ
ペ
ル
に
よ
れ
ば
、
『
こ
こ
に
、
教
唆
犯
の
概
念
か
ら
今
日
の
い
わ
ゆ
る

　
問
接
正
犯
を
分
離
す
る
と
い
う
、
私
の
見
る
限
り
で
は
従
來
存
在
し
な
か
つ
た
努
力
が
登
場
し
た
』
（
〈
曹
霞
電
卑
U
震
宏
魯
霧
OQ
一
養
ぼ
9
夏
H
ポ

　
一
8
（
〆
もo
．
ム
ま
＞
§
F
a
）
。
問
接
起
因
者
（
導
誉
Φ
き
震
角
q
誉
魯
震
）
と
い
う
名
構
は
、
す
で
に
古
く
一
八
〇
五
年
、
ス
チ
ュ
ー
ベ
ル
に
よ
つ
て

　
用
い
ら
れ
た
（
ω
一
三
）
魯
O
び
震
匙
讐
↓
魯
ぴ
霧
寅
＆
α
段
＜
o
H
ぼ
0
9
0
P
象
o
d
跨
3
段
畠
霞
器
ヲ
9
一
導
山
象
①
讐
o
ぎ
9
一
壽
a
鑓
琶
需
＆
窪

　
閃
昌
身
三
亀
o
①
篤
o
＆
Φ
二
一
3
0
0
0
註
ω
ω
一
一
魯
α
霧
R
韓
R
F
び
o
ω
o
p
号
毎
営
力
ぎ
訂
一
〇
算
自
R
円
α
山
葺
⇒
α
Q
奉
9
α
q
o
旨
Φ
ぼ
魯
ぎ
U
Φ
賞
ω
9
一
き
自

　
頒
o
一
8
＆
撃
毒
血
O
ξ
お
ぎ
募
一
ω
畠
撃
菊
8
浮
o
戸
田
O
P
ω
る
“
中
）
。
し
か
し
、
こ
れ
と
直
接
起
因
者
と
の
差
異
が
、
現
在
の
よ
う
に
仲
介
者
を



　
　
　
通
し
た
か
否
か
と
い
う
黙
で
は
な
く
、
直
接
的
結
果
を
惹
起
し
た
か
否
か
と
い
う
黙
に
認
め
ら
れ
た
た
め
、
そ
れ
は
現
在
の
間
接
正
犯
と
は
異
る
、

　
　
　
非
常
に
廣
い
概
念
で
あ
つ
た
。
下
つ
て
、
一
八
二
八
年
に
、
彼
は
問
接
正
犯
（
ヨ
葺
色
訂
笛
↓
簿
Φ
騒
。
ξ
｛
5
の
名
構
を
は
じ
め
て
用
い
た
と
の
ア
」
と

　
　
　
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、
教
唆
犯
を
含
ん
だ
概
念
で
あ
つ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
（
U
R
。
。
も
U
す
ピ
魯
冨
く
9
山
霞
↓
鉱
一
ま
げ
ヨ
ρ
冨
淺
と

　
　
　
　
の
黙
に
關
し
、
≦
・
界
守
匿
＆
¢
畠
窪
警
①
吋
象
巨
＆
訂
お
凝
件
霧
。
疑
齢
あ
馨
嘗
受
浮
ぼ
》
浮
窪
象
9
鵬
窪
浮
｛
亮
辱
一
器
刈
あ
醤

　
　
　
　
》
⇒
ヲ
G
。
甲
草
野
豹
一
郎
、
刑
法
改
正
上
の
重
要
問
題
・
昭
和
二
五
年
・
二
五
七
頁
、
大
塚
、
前
揚
四
巻
二
號
二
五
頁
註
二
）
。

　
（
四
）
　
‘
＝
帯
℃
卑
勲
騨
ρ
の
農
9
　
へ
ー
ゲ
ル
學
派
の
主
観
的
共
犯
論
に
つ
い
て
は
、
＜
，
ω
信
貸
N
ξ
い
魯
8
ぎ
昌
傷
R
弓
o
出
鋸
げ
旨
①
き
繕
ヨ

　
　
　
＜
R
ぼ
8
『
窪
q
巳
飢
段
ω
β
ρ
ぎ
呂
識
§
騨
お
9
（
齊
藤
金
作
課
、
ブ
ー
リ
τ
主
翻
的
共
犯
論
・
昭
和
二
九
年
・
『
共
犯
理
論
の
研
究
』
二
〇
七
頁

　
　
　
以
下
）
の
胃
頭
参
照
。

　
（
五
）
　
齊
藤
金
作
、
共
犯
理
論
の
研
究
、
五
頁
以
下
参
照
、

　
（
六
）
　
切
貯
ざ
⇒
O
蜜
O
び
　
U
5
い
①
『
お
ぐ
○
昌
鎚
霞
臼
Φ
剛
ぽ
鎚
『
ヨ
O
仁
質
傷
象
O
菊
O
O
び
富
℃
門
Φ
O
げ
q
口
α
Q
餌
①
ω
U
O
仁
宏
O
げ
①
昌
菊
の
δ
『
の
α
q
R
ざ
ゲ
富
℃
一
㏄
㊨
O
（
齊
藤
金
作

　
　
　
課
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
客
観
的
共
犯
論
、
『
共
犯
理
論
の
研
究
』
三
四
三
頁
以
下
）
。
な
お
、
齊
藤
、
前
掲
五
八
頁
以
下
参
照
。

　
（
七
）
　
霞
蒔
旨
2
g
騨
鐸
O
あ
・
一
8
許
置
働
中
（
齊
藤
課
五
〇
二
頁
以
下
、
四
九
四
頁
以
下
）
。

　
（
八
）
　
空
降
ヨ
2
段
》
空
騨
P
堕
ご
o。
9
（
齊
藤
課
四
九
七
頁
）
。

　
（
九
）
　
庄
＆
ぎ
騨
O
讐
一
己
ユ
器
鎚
霧
U
窪
駆
o
げ
窪
鱒
轟
ぼ
g
窪
即
≧
置
o
ヨ
o
ぼ
段
↓
色
》
S
＞
仁
戸
鐙
O
ざ
ω
。
一
お
中

　
（
一
〇
）
　
O
N
冒
磐
♂
N
霞
い
o
ぼ
o
ぐ
o
ヨ
内
塁
の
巴
弩
。。
簿
日
B
魯
訂
旨
α
q
矯
一
〇
。
蕊
w
O
o
一
巳
撃
ヨ
目
段
、
の
》
言
一
一
ン
、
博
ω
飢
●
N
ト
Gっ
ら
9

　
（
一
一
）
　
内
o
霞
o
び
ω
ε
象
窪
鎧
ω
象
茸
Qっ
R
鍬
お
o
窪
》
炉
一
Qo
O
ρ
ω
●
O
o
Q
o
◎

　
（
コ
一
）
↓
獲
品
g
U
R
図
墜
墨
一
ぼ
讐
箆
ぼ
ω
窪
寧
に
＆
曽
く
岸
8
窪
”
一
鴇
P
¢
o
。
O
中
齊
藤
金
作
、
刑
法
総
論
改
訂
版
（
昭
和
三
〇
年
）
一
〇
六

　
　
　
頁
以
下
。
な
お
、
原
因
説
を
と
る
そ
の
他
の
學
者
の
見
解
に
っ
い
て
は
、
↓
轟
畠
9
勲
勲
9
ω
口
8
中
蓼
照
。

　
三
　
マ
イ
ヤ
ー
が
前
掲
の
論
叉
『
刑
法
に
お
け
る
行
爲
と
結
果
と
の
問
の
因
果
關
係
』
に
お
い
て
追
及
し
た
問
題
は
、
次
の
よ
う
な
彼

の
言
葉
の
申
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
い
う
、
『
人
問
の
意
思
表
動
は
、
結
果
に
封
し
て
、
い
つ
次
の
よ
う
な
起
因
的
因
果
關
係
に

立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
が
因
果
關
係
を
認
め
、
そ
し
て
茅
れ
故
結
果
を
こ
の
人
問
の
所
爲
で
あ
る
と
し
、
結
果
を
そ
の

　
　
　
　
　
問
接
正
犯
論
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
九
　
（
二
三
九
）



　
　
　
　
問
接
正
犯
論
序
読
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
〇
　
（
二
四
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

人
間
に
締
鵬
せ
し
め
る
・
て
の
よ
う
な
因
果
の
蘭
係
に
、
い
つ
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
』
と
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
こ
》
、
が
刑
法
に
齢
け
る
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

果
關
係
理
論
の
正
し
い
間
題
提
起
の
仕
方
て
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
問
題
解
決
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
や
は
り
、

從
來
の
原
因
読
の
主
張
の
よ
う
に
、
因
果
關
係
の
種
類
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
す
す
ん
で
、
こ
の
駝

に
關
す
る
マ
イ
ヤ
ー
の
所
説
を
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

　
彼
は
、
次
の
よ
う
に
説
く
。
結
果
と
は
、
外
界
に
お
け
る
『
攣
更
（
く
。
鼠
＆
。
鐸
凝
ζ
、
す
な
わ
ち
、
別
の
よ
う
に
な
つ
た
こ
と

（
》
注
。
挙
○
。
≦
o
箆
曾
あ
色
⇒
）
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
礎
更
は
、
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
る
一
つ
の
攣
更
を
前
提
と
す
る
。
齢
か
ら
動
は
生
じ
な

い
。
從
つ
て
、
あ
る
結
果
の
諸
前
提
中
に
は
、
動
的
な
前
提
、
す
な
わ
ち
攣
更
が
存
在
し
な
い
わ
け
は
な
い
の
で
あ
る
。
攣
更
は
、
齢
的

な
『
状
態
（
N
・
鱗
璋
山
）
』
と
封
比
し
て
、
動
的
な
『
事
件
（
野
。
蒔
巳
の
）
』
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
爾
者
は
、
結
果
に
封
し
と
も
に
因
果
的

で
あ
つ
て
、
後
者
の
み
に
つ
い
て
因
果
關
係
を
認
め
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
件
は
、
歌
態
と
は
別
様
に
因
果
的
た
り
う

る
。
從
つ
て
、
そ
れ
は
、
歌
態
か
ら
客
翻
的
に
際
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
歌
態
は
、
そ
れ
か
ら
は
何
の
効
果
も
生
じ
て
こ
な

い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
『
攣
更
は
、
新
ら
し
い
攣
更
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
、
す
な
わ
ち
、
攣
更
自
髄
の
力
か
ら
こ
れ

を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
か
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
効
果
は
、
そ
の
性
質
上
、
當
然
、
歌
態
中
に
宿
つ
て
い
る
力
に
よ
つ
て
も

條
件
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
歌
態
か
ら
生
じ
た
の
だ
と
も
い
え
る
。
も
つ
と
も
、
歌
態
が
そ
も
そ
も
効
力
を
有
し
う
る
に

は
、
事
件
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
逆
に
、
事
件
が
生
起
す
る
に
は
、
状
態
は
必
ず
し
も
必
要
で
な
い
。
憂
更
は
、
こ
れ
を
喚
起
す
る

愛
更
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
故
、
わ
れ
わ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
一
の
攣
更
（
効
果
）
が
生

ず
る
た
め
に
は
、
た
だ
婁
更
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
も
つ
て
足
る
。
護
生
せ
る
効
果
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
は
、
こ
れ
を
生
ぜ
し



め
た
事
件
の
い
か
ん
に
も
よ
り
、
ま
た
、
過
程
の
進
行
し
た
場
た
る
欺
態
の
い
か
ん
に
も
よ
る
』
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

　
か
く
て
、
マ
イ
ヤ
π
も
ま
た
、
　
一
種
の
原
因
読
を
主
張
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
、
一
方
に
お
い
て
『
愛
更
』

を
帽
別
京
因
（
醸
轟
多
霧
還
ぎ
）
す
な
わ
ち
侠
義
の
原
因
と
解
し
、
他
方
に
お
い
て
皿
、
欺
態
』
を
、
『
結
果
を
自
己
の
力
喚
、
生
起
せ
し
め
る

も
の
で
は
な
く
、
狭
義
の
原
因
が
そ
の
下
に
お
い
て
効
果
を
作
出
す
る
と
こ
ろ
の
前
提
條
件
』
と
し
、
爾
者
の
客
齪
的
相
違
を
認
め
、
爾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

者
を
峻
別
し
て
理
解
し
た
の
で
あ
つ
た
。

　
な
お
、
マ
イ
ヤ
ー
の
因
果
關
係
論
に
つ
い
て
は
、
條
件
と
原
因
と
を
こ
の
よ
う
な
観
職
か
ら
匿
別
し
た
こ
と
と
並
ん
で
、
さ
ら
に
二
つ

の
濁
創
的
な
見
解
が
披
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
第
一
は
、
條
件
を
さ
ら
に
法
上
重
要
な
條
件
と
重
要
で
な

い
條
件
と
に
二
分
し
、
結
果
に
封
し
世
代
の
關
係
に
立
っ
條
件
を
も
つ
て
法
上
重
要
な
條
件
、
つ
ま
り
狡
義
の
原
因
と
並
ん
で
正
犯
を
基

礎
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
條
件
と
み
た
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
條
件
と
原
因
の
ほ
か
に
因
果
關
係
の
一
種
と
し
て
『
誘
起
（
く
・
3
苧

一
器
る

。
毒
鐙
）
』
の
概
念
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。

　
第
一
の
黙
に
關
し
、
彼
は
い
う
、
『
各
條
件
は
、
結
果
に
封
し
て
因
果
の
關
係
に
立
つ
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
條
件
と
共
々
に
先
行
事
實

の
複
合
騰
を
な
す
諸
原
因
と
も
因
果
の
關
係
に
立
つ
。
こ
の
よ
う
な
關
係
は
因
果
的
性
質
の
も
の
た
り
う
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
あ
る

必
要
は
な
い
。
も
し
そ
れ
が
因
果
的
性
質
の
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
結
果
の
條
件
が
同
時
に
挾
義
に
お
け
る
原
因
の
條
件
で
あ
る
と

い
う
舗
に
存
し
う
る
。
結
果
の
條
件
が
同
時
に
結
果
の
原
因
の
原
因
で
あ
る
こ
と
は
排
斥
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
、
同
時
に

8
＆
峯
0
8
諾
＆
で
昆
つ
8
房
帥
8
岳
8
8
房
貧
圃
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
繕
果
の
個
別
條
件
の
個
別
條
件
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
卒
直
に
、
結
果
の
個
別
條
件
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
、
結
果
の
條
件
と
結
果
の
原
因
と
が
因
果
の
關
係
に
立
つ

　
　
　
　
間
接
正
犯
論
序
莞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
王
一
二
　
　
（
二
四
一
）



　
　
　
　
闘
接
正
犯
論
序
詮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
二
　
（
二
廻
二
）

と
す
れ
ば
、
こ
九
は
、
條
件
關
係
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
若
干
複
雑
な
こ
の
よ
う
な
關
係
に
簡
潔
な
表
現
を
與
え
る
た
め
、
私
試
、
こ

の
よ
う
な
條
件
と
個
別
原
因
と
は
因
果
的
に
世
代
の
關
係
（
○
窪
費
＆
書
）
に
立
つ
と
説
く
』
。
『
世
代
の
關
係
と
い
う
概
念
を
こ
の
よ
う

な
意
味
で
用
い
る
こ
と
の
正
し
さ
は
、
條
件
と
原
因
と
は
結
果
を
共
々
に
産
み
出
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
爾
者
は
結
果
の
雨

親
で
あ
り
、
そ
の
爾
親
は
さ
ら
に
當
該
結
果
の
租
父
母
に
あ
た
る
爾
親
を
有
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
、
そ
こ
か

　
　
　
　
　
（
六
）

ら
導
か
れ
て
く
る
』
。

　
以
上
が
マ
イ
ヤ
τ
の
『
世
代
の
關
係
』
概
念
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
概
念
を
使
用
し
、
結
果
の
原
因
に
封
し
て
世
代
の
關
係
に
立
つ
條
件

は
、
も
ち
ろ
ん
原
因
で
は
な
く
、
從
つ
て
因
果
的
に
は
第
二
次
的
從
麗
的
性
格
を
持
つ
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
結
果
の
原
因
と
同
様

（
七
）

に
、
や
は
り
法
の
顧
慮
す
る
も
の
、
刑
法
上
重
要
な
も
の
、
結
果
を
惹
起
す
る
も
の
、
客
齪
的
露
責
を
基
礎
づ
け
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る

　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

も
の
で
あ
る
と
読
い
た
。
い
か
な
る
條
件
が
結
果
の
原
因
に
封
し
て
世
代
の
關
係
に
立
つ
か
。
マ
イ
ヤ
ー
は
、
こ
れ
に
三
種
を
認
め
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
《
九
）

る
。
第
一
は
因
果
的
（
8
霧
巴
）
な
關
係
で
あ
つ
て
、
結
果
の
條
件
が
同
時
に
狡
義
の
原
因
の
條
件
で
あ
る
場
合
、
第
二
は
目
的
論
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

（
邑
8
δ
α
Q
一
ω
9
）
な
關
係
で
あ
つ
て
、
條
件
が
、
存
在
す
る
力
と
し
て
目
的
達
成
の
た
め
に
原
因
に
奉
仕
す
る
場
含
、
第
三
は
潜
在
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
）
　
　
　
　
（
一
二
）

（
宕
＄
嘗
亀
）
な
關
係
で
あ
つ
て
、
條
件
が
、
素
質
と
し
て
狭
義
に
お
け
る
原
因
の
結
果
作
成
力
を
包
含
す
る
場
合
が
こ
れ
で
あ
る
。
逆

に
、
條
件
の
設
定
が
結
果
の
原
因
に
封
し
て
世
代
の
關
係
に
立
た
な
い
場
合
と
は
、
條
件
が
、
作
用
を
及
ぼ
す
は
ず
に
な
つ
て
い
る
物
艦

を
、
維
用
す
る
カ
す
な
わ
ち
原
因
に
時
問
的
場
所
的
に
引
き
渡
ブ
（
碧
乾
裂
¢
毎
）
と
い
へ
・
意
味
し
か
持
つ
て
い
な
い
場
合
が
こ
れ
崎
、
あ
る

　
　
　
　
（
一
三
）

と
説
い
て
い
る
。

　
次
に
、
第
二
の
鮎
に
關
し
、
彼
は
『
誘
起
』
の
概
念
の
内
容
に
つ
い
て
い
う
。
第
一
は
原
因
の
原
因
、
第
二
は
出
來
事
の
獲
生
が
原
因



だ
け
で
は
充
分
説
明
し
き
れ
な
い
よ
う
な
場
合
、
こ
の
原
因
が
獲
効
す
る
の
に
有
利
な
諸
條
件
の
総
髄
、
第
三
は
加
害
物
の
側
に
あ
る
誘

襲
的
條
件
、
が
こ
れ
に
當
る
。
そ
し
て
、
結
果
の
誘
起
と
惹
起
と
の
相
蓮
は
、
惹
起
さ
れ
る
も
の
が
効
果
（
≦
一
詩
§
α
q
）
、
誘
起
さ
れ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）

の
が
護
効
（
≦
一
詩
鶏
旨
≦
。
箆
魯
）
で
あ
る
黙
に
存
す
る
と
し
て
い
る
。

を
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ζ
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び
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O
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国
霧
鎚
ヨ
目
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β
『
ロ
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伽
N
類
冨
o
『
Φ
昌
訟
象
一
α
ξ
5
鵬
c
づ
伽
閃
篤
o
蒔
一
糞
ω
霞
餌
博
o
o
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一
G
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紹
”
ω
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ご
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竃
●
国
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楓
R
｝
勢
■
9
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紛
●
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｝
ご
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蜜
’
閏
●
ぞ
費
矯
o
さ
露
●
勲
O
●
Qo
炉
卜
⊃
？
ω
9

　
有
力
條
件
読
お
よ
び
相
嘗
困
果
關
係
説
に
翼
す
る
批
判
と
し
て
は
、
駕
，
や
累
曙
2
｝
勲
勲
ρ
ψ
悼
ω
参
照
。

　
竃
。
国
鼠
動
國
①
昌
勲
塑
○
◎
QQ
嚇
も
Q
O
h

　
鼠
。
や
ン
富
｝
δ
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攣
○
。
9
曽
議
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7
B
鄭
セ
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鋤
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ω
，
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⊃
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ン
冷
中
ζ
m
層
o
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勲
勲
O
。
¢
い
①
。

　
例
え
ば
、
甲
が
乙
を
ラ
イ
オ
ン
の
お
り
の
中
に
と
じ
こ
め
た
場
合
。

　
　
例
え
ば
、
甲
が
乙
を
沈
没
中
の
船
に
し
ぼ
り
つ
け
た
場
合
。

一
）
　
例
え
ば
、
甲
が
倉
庫
の
中
に
燈
火
を
倒
れ
そ
う
な
恰
野
で
残
し
て
痴
い
た
場
合
。

　
　
ζ
り
国
ζ
3
・
o
さ
勲
鎚
●
○
．
GQ
・
G
o
G
ゆ
h

　
　
7
い
閏
。
ご
蝉
欄
Φ
♪
鉾
勲
O
脅
Qっ
●
O
Q
藤
。

　
　
ζ
●
国
7
n
9
》
醇
｝
弾
●
勲
O
’
ψ
ω
㎝
1
ω
Q
Q
，

以
上
は
、
因
果
關
係
の
一
般
的
な
理
論
で
あ
る
。
マ
イ
ヤ
竃
は
、
こ
れ
を
共
犯
論
に
適
用
し
、
以
上
の
よ
う
な
因
果
關
係
の
種
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
つ
て
因
果
關
係
論
に
も
と
づ
く
共
犯
論
を
完
成
し
た
。
す
な
わ
ち
、
マ
イ
ヤ
τ
に
よ
れ
ば
、
正
犯
は

　
問
接
正
犯
論
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
『
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
三
　
（
二
四
三
）
、



　
　
　
　
問
接
正
犯
論
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
四
　
（
二
四
四
）

結
果
の
惹
起
、
つ
ま
り
個
別
原
因
の
設
定
、
あ
る
い
は
原
因
に
当
し
て
世
代
の
嗣
係
に
立
つ
僚
件
の
設
完
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
れ
に
反
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

て
、
教
唆
犯
は
結
果
の
誘
起
で
あ
り
、
從
犯
は
結
果
の
原
因
に
封
し
起
因
的
關
係
に
立
た
な
い
輩
な
る
條
件
の
設
定
と
さ
れ
た
の
で
あ

（
二
）

る
。
か
く
し
て
、
正
犯
と
共
犯
と
の
問
の
因
果
的
匠
別
が
徹
底
さ
れ
た
。
正
犯
と
し
て
の
間
接
正
犯
は
、
從
つ
て
、
右
の
正
犯
の
因
果
的

特
徴
を
有
し
、
右
の
共
犯
の
因
果
的
特
徴
か
ら
匿
別
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
少
く
と
も
形
式
論
理
的
に
は
理
論
づ
け
ら
れ
た
こ
と
と
な
る
。

　
彼
は
い
う
、
結
果
の
原
因
は
、
責
任
能
力
者
の
自
由
に
し
て
且
っ
故
意
の
行
爲
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
責
任
無
能
力
者
の
行
爲
で
あ
つ

て
も
、
原
因
た
る
に
充
分
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
原
因
に
封
し
て
條
件
が
お
か
れ
た
場
合
、
こ
の
條
件
を
お
い
た
者
の
責
任
問
題
を
検
討

す
る
こ
と
に
は
、
や
は
り
意
義
が
あ
る
。
何
故
な
ら
、
・
－
、
の
者
は
、
『
他
人
の
カ
の
有
効
性
（
≦
一
詩
。
。
窪
幹
の
ご
を
可
能
に
す
る
こ
と
、
い

い
か
え
れ
ば
結
果
を
他
人
の
力
を
通
し
て
招
來
す
る
こ
と
以
外
の
何
事
を
も
な
し
た
の
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
結
果
が
軍
に
自
己
の
身
睦

的
墾
動
に
ょ
つ
て
招
來
さ
れ
た
か
、
そ
れ
と
も
自
然
力
、
道
具
も
し
く
は
動
物
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
招
來
さ
れ
た
か
」
は
、
い
か

な
る
匠
別
も
な
さ
な
い
（
リ
ス
ト
）
。
か
く
し
て
、
利
用
さ
れ
た
も
の
が
（
中
略
》
た
と
い
ー
…
責
任
無
能
力
の
ー
人
間
で
あ
つ
た
場
合

で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
、
間
接
正
犯
と
名
づ
け
う
る
あ
る
種
の
惹
起
を
考
え
る
こ
と
と
な
る
。
ー
－
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
す
で
に

立
て
た
概
念
を
利
用
し
て
差
支
え
な
い
と
し
た
ら
t
－
ー
間
接
正
犯
が
成
立
す
る
の
は
、
條
作
と
原
因
と
が
世
代
の
關
係
を
な
し
、
原
因
が

責
任
能
力
者
の
自
由
に
し
て
且
つ
故
意
の
畢
動
と
し
て
あ
ら
わ
れ
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
條
件
が
刑
法
學
者
に
と
つ
て
重
要
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

の
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
一
場
合
で
あ
る
』
と
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
正
犯
と
し
て
の
間
接
正
犯
の
因
果
的
構
造
は
明
ら
か
と
な
つ
た
。

　
そ
こ
で
、
亥
に
論
讃
さ
る
べ
き
は
、
共
犯
と
く
に
教
唆
犯
と
周
接
正
犯
と
の
因
果
雨
廣
別
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
因
果
的
に
み
る

と
、
教
唆
犯
は
結
果
の
誘
起
で
あ
り
、
問
接
正
犯
は
結
果
の
原
因
と
世
代
の
關
係
に
立
つ
篠
件
の
設
定
、
す
な
わ
ち
一
種
の
惹
起
に
抵
か



な
ら
な
い
。
從
つ
て
、
教
唆
犯
と
間
接
正
犯
と
の
匠
別
は
、
こ
の
因
果
關
係
の
種
類
の
相
蓮
に
臨
着
す
る
。
論
理
的
な
面
に
つ
い
て
は
、

前
段
で
誘
起
と
惹
起
と
の
相
違
に
つ
き
鰯
れ
た
と
こ
ろ
を
参
照
す
れ
ば
、
も
つ
て
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
實
際
的
な
面
に
つ
い
て
は
、
こ
の

因
果
關
係
の
種
類
の
相
違
が
、
枇
會
通
念
の
認
め
る
教
唆
犯
と
問
接
正
犯
と
の
、
匠
別
に
一
致
す
る
か
ど
う
か
、
必
ず
し
も
疑
い
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
詳
論
は
避
け
よ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
マ
イ
ヤ
ー
の
世
代
關
係
説
よ
り
す
る
問
接
正
犯
の
理
論
づ
け
は
、
以
上
を
も
つ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
以
上
詳
細
な
叙

述
は
、
ほ
と
ん
ど
彼
の
著
書
の
中
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
否
、
む
し
ろ
、
問
接
正
犯
の
問
題
性
自
騰
が
、
因
果
關
係
論
の
中
に

は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
段
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
因
果
關
係
論
は
、
犯
罪
を
駐
會
的
事
實
、
し
か
も
因

果
的
出
來
事
そ
の
も
の
と
み
る
見
解
に
鴎
す
る
。
因
果
的
出
來
事
と
し
て
の
犯
罪
は
、
こ
の
黙
に
關
す
る
限
り
、
贋
値
的
な
評
債
を
排
斥

し
、
純
因
果
的
に
到
定
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
從
つ
て
、
問
接
正
犯
論
と
し
て
は
、
被
利
用
者
の
利
用
に
よ
る
結
果
惹
起
が
ほ
か
な

ら
ず
因
果
的
性
質
を
共
犯
と
異
に
し
、
正
犯
と
等
し
く
す
る
こ
と
を
論
讃
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
從
つ
て
、
間
接
正
犯
の
範
園
も
、
因
果

的
翻
職
以
外
の
爽
薙
物
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
輩
純
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
立
場
か
ら
は
、
問
接
正
犯
の

範
圃
は
、
故
意
な
き
者
ま
た
は
責
任
無
能
力
者
を
利
用
し
た
場
含
の
み
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
マ
イ
ヤ
ー
自
身
も
、
問
接
正
犯
の

範
園
に
關
し
、
『
た
だ
、
責
任
無
能
力
者
で
あ
る
か
も
し
く
は
不
自
由
に
行
爲
す
る
人
間
を
行
爲
者
が
利
用
し
た
場
合
だ
け
を
論
ず
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

と
は
、
完
全
に
正
し
い
』
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
所
読
は
、
後
年
彼
が
み
ず
か
ら
因
果
關
係
論
を
放
棄
し
、
構
成
要
件
論
を
採
用
す
る
に

至
つ
た
際
、
聞
接
正
犯
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
の
様
々
の
場
合
を
加
え
た
黙
と
封
比
す
る
と
き
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
、
マ
イ
ヤ
ー
の
こ
の
興
味
あ
る
痩
読
を
中
心
に
し
て
考
察
を
進
め
よ
う
と
思
う
。

　
　
　
　
問
接
正
犯
論
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
五
　
（
二
四
五
）



問
接
正
犯
論
序
説

五
二
六
　
（
二
四
六
）

（
一
）
　
ζ
」
の
。
ζ
δ
δ
詳
節
。
卑
○
・
ψ
＝
oo
い

（
二
）
　
フ
、
P
国
●
竃
3
・
o
ぴ
薗
．
節
．
○
・
ω
●
一
一
b
の
。

（
三
）
　
竃
●
閃
。
霞
逡
Φ
さ
鋤
。
餌
。
○
●
ω
●
漣
い

（
四
）
　
大
塚
助
教
授
は
、
『
原
因
読
の
立
場
か
ら
す
る
理
論
づ
け
も
ま
た
不
徹
底
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
（
中
略
）
間
接
正
犯
者
が
果
し
て
か
よ
う
な
原
因
を

　
　
與
え
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
理
論
的
な
読
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
つ
て
よ
い
』
。
『
被
利
用
者
の
惹
起
行
爲
を
超
え
て
背
後
者
に
原
因

　
　
力
を
認
め
る
た
め
に
は
、
よ
り
積
極
的
な
理
論
に
俊
た
ね
ぱ
な
ら
ぬ
』
と
評
し
て
お
ら
れ
る
が
（
刑
法
雑
誌
・
昭
和
二
八
年
・
四
巻
二
號
三
二
頁
）
、

　
　
マ
イ
ヤ
ー
の
所
説
に
關
す
る
限
り
、
早
急
な
結
論
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
五
）
　
鷺
．
国
竃
逡
o
び
勲
勲
ρ
ψ
㎝
b
o
。


